
総 務 文 教 常 任 委 員 会 

                            

Ｒ６．１．２６（金） 

午前１０時３０分～ 

全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

２ 案 件 

（１） 行政報告 

政策企画部                   

〇書かない窓口／申請書作成システム（カオラ）の導入について 

 

生涯学習部                    

〇天川児童館の利用停止について 

〇ＬＧＢＴＱ＋に係る多目的トイレの表示方針について 

〇梅岩の里生誕地整備事業について 

〇京都亀岡バルーンフェスティバルの開催について 

 

会計管理室                    

〇亀岡市公共施設等総合管理計画について 

 

教育部                      

〇亀岡市立図書館中央館リニューアル工事について 

 

 

３ その他                  

（１）第３８回人権啓発研究集会への参加について 

    

（２）今後の予定について 

 

（３）次回の日程について 

 



書かない窓口／申請書作成システム（カオラ）の導入について
今年度実証を行い、 利用者及び担当課から好評を得た「 申請書作成システム（ カオラ） 」 によ

る書かない窓口を、 令和６ 年２ 月１ ３ 日（ 火） から開始します。

マイナンバーカード や運転免許証などの「 本人確認書類」

から住所、 氏名などを読み取り 、 申請書に印字することが

できる顔認証付きの申請書作成システム

市民課（ ２ 台）

住民票等各種証明書発行申請、 印鑑登録申請

税務課（ １ 台）

納税・ 課税証明書などの各種証明書発行申請

マイナンバーカード 、 運転免許証、 運転経歴証明書、

在留カード 、 特別永住者証明書 の５ 種類

Caora（カオラ）の概要

設置窓口と対応する申請

対応可能な本人確認書類

実証事業時の設置状況

運用イメージ
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令和６年１月 

総務文教常任委員会 

 

 

【生涯学習部】 

 

 

行政報告資料 

 

 

 

・天川児童館の利用停止について 

・ＬＧＢＴＱ＋に係る多目的トイレの表示方針について 

・梅岩の里生誕地整備事業について 

・京都・亀岡バルーンフェスティバルの開催について 



R6.1.26 総務文教常任委員会資料 

 

天川児童館の利用停止について 

 

１ 施設概要 

 施設名称  亀岡市天川児童館 

    所 在 地  亀岡市曽我部町穴太二ツ池８，９番地 

    建 築 年  昭和４７年（１９７２年） 

    構  造  鉄筋コンクリート２建て 

    延床面積  ３９６．００㎡ 

 

２ 経 過 

亀岡市では「亀岡市公共施設等総合管理計画」に基づき、市所管施設の性能や

利用状況、コストなどのよる施設の評価や、施設の配置状況、将来のまちづくり

の方向性等を十分に踏まえ、維持、性能改善、機能見直し、廃止検討などの方向

性を見極め、施設の再編を行い、保有量の縮減を図っている。 

このことを踏まえ、当課の所管施設であり老朽化の進む天川児童館について、

施設の利用停止の検討を進めてきた。 

 

３ 利用停止について 

天川児童館は設置から５０年以上が経過しており、耐震（診断）補強やバリア

フリー化、多目的トイレの設置等について未実施である。 

建物躯体も老朽化が著しく、内外装は劣化が進み、設備関係についても経年

劣化による不良個所が散見されるなど多くが更新時期を迎えていた。 

また、全国的な傾向と同様に当該地域も少子化が進み、施設利用率も低下傾

向にあった。 

このため、令和５年度末をもって利用停止し、施設の再編と縮減を図ること

とする。 

 

４ 今後の対応について 

 ①児童館事業は人権福祉センターに移行し、継続して実施する。 

 ②人権福祉センターは「天川児童館」を兼用する施設とする。 

 ③天川児童館の解体時期については、市財政状況等を勘案し検討する。 

 



A4

天川児童公園

天川児童館

農機具倉庫

天川児童館位置図



 

 

ＬＧＢＴＱ＋に係る多目的トイレの表示方針について 

 

１ 経過 

本市においては、性の多様性への理解を広め、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現をめざし、 

パートナーシップ宣誓制度の実施をはじめ理解を広げるための事業を展開しています。市議会政策研究会から 

「ＬＧＢＴＱ＋に関する政策提言書」を受け、その中で市役所の多目的トイレをみんなのトイレとして使えるよ

うに改善されたいとの提言をいただきました。 

ＬＧＢＴＱ＋の人たちの中には男女別のトイレを利用しづらいと感じている人があり、多目的トイレを利用し

やすい環境にするために、試験的に男女共用のピクトグラムと「どなたでもご自由にお使いください」の文字を

表示するとともに、ＬＧＢＴＱ＋シンボルマークの表示を市庁舎において行い、利用しやすいかどうかについて

アンケートを実施しました。 

 

【表示試行期間】    令和4年11月25日～令和5年12月28日 

 

【アンケート実施期間】 令和4年11月25日～令和5年7月31日 

  

【多目的トイレの表示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 多目的トイレの表示に関するアンケート結果（回答者35 人） 

  （１）利用しやすい   5人（14.3％） 

（２）利用しにくい  19人（54.3％） 

（３）どちらでもない  4人（11.4％） 

（４）その他      7人（20.0％） 
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３ マークの表示に対しての意見の分類 ※意見は複数回答 

（１） 賛成4人（11.4％） 

（２） 反対30人（85.7％）  

   ア ＬＧＢＴＱ＋の人たちの目線での意見 16件 

（ア）ＬＧＢＴＱ＋の人たちが利用しづらいのではないか 8件 

（イ）利用したくない、特別扱いしないでほしい 8件 

         イ 安全面での不安に関する意見 14件 

          ウ 身体に障がいをお持ちの方が利用しづらくなるのではないかという意見 6件 

（３） どちらでもない 1人（2.9％） 

 

 

４ シンボルマークの表示について 

男女共用のピクトグラムとＬＧＢＴＱ＋シンボルマークを試験的に多目的トイレに表示し、利用しやすいかど

うかについてアンケートを行った結果、「利用しやすい」と回答した人が14.3％に対し、「利用しにくい」と回答

した人が54.3％と半数以上を占めました。 

  いただいた意見をさらに分析し、表示に対して賛成か反対かに分類したところ、賛成意見が11.4％、反対意 

 見が85.7％、どちらでもないという意見が2.9％となりました。 

賛成意見には「表示することでＬＧＢＴＱ＋の人たちが利用しやすくなる」という意見はなく、むしろＬＧＢ

ＴＱ＋の人たちが男女別トイレに入ることに抵抗がある人がいるという意見でした。 

反対意見の内容については、「アウティングにつながることにならないか」といったＬＧＢＴＱ＋の人たちに配

慮した意見のほか、「あえて使いたくない」、「かえって利用しづらくなる」という意見が半数近くを占めていま

す。 

また、数少ないバリアフリートイレを車いす利用者や高齢者、乳幼児連れの人が優先的に利用できるようにし

て欲しいという意見もありました。 

  今回のアンケート調査の結果、シンボルマークをつけることでＬＧＢＴＱ＋の人たちが使いやすくなるという意

見はなく、ＬＧＢＴＱ＋の人たちを含めてシンボルマークを表示することに違和感を持つ方が多いこと、数少な

いバリアフリートイレを利用する人のスペースを確保するという観点から試行期間をもって表示を終了します。 

誰もが暮らしやすいまちづくりを目指し、性の多様性への理解を深めるための啓発を進めながら、利用しやす

いトイレについて他の自治体を参考に今後も検討していきます。 



○令和5年度 　梅岩の里生誕地整備事業に係るふるさと納税額（速報値）

（単位：円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

4月 36 945,000 0 0 0 0 36 945,000

5月 34 931,000 0 0 0 0 34 931,000

6月 28 816,000 0 0 0 0 28 816,000

7月 30 738,000 1 10,000 0 0 31 748,000

8月 51 2,359,000 0 0 0 0 51 2,359,000

9月 219 9,266,000 0 0 0 0 219 9,266,000

10月 65 2,930,000 2 20,000 0 0 67 2,950,000

11月 107 4,797,000 5 103,000 0 0 112 4,900,000

12月 1,357 47,855,000 3 220,000 0 0 1,360 48,075,000

1月 0 0

2月 0 0

3月 0 0

合計 1,927 70,637,000 11 353,000 0 0 1,938 70,990,000

※参考

平成30年度 167件 8,380,000円

令和元年度 1,565件 68,959,000円

令和２年度 2,381件 74,909,000円

令和３年度 2,201件 71,790,000円

令和４年度 1,684件 54,333,000円

ＷＥＢ（返礼品あり） 郵便振替（返礼品なし） 企業版ふるさと納税 合計

資料１



梅岩の里生誕地整備事業　収支状況

年度 歳入項目 歳入金額 歳出項目 歳出金額

平成30年度 ふるさと納税 8,380,000 円

年度末残額 8,380,000 円

令和元年度 ふるさと納税 68,959,000 円 梅岩の里生誕地整備及び記念館設計業務

（基本計画、設計与条件整理等） 990,000 円

梅岩の里生誕地整備事業基本設計業務委託（その１）

（基本設計、各種調査） 6,394,300 円

手数料（委託料振込） 1,430 円

年度末残額 69,953,270 円

令和2年度 ふるさと納税 74,909,000 円 梅岩の里生誕地整備事業基本設計業務委託（その２）

預金利息 3 円 （基本設計、各種法令手続等） 9,674,830 円

手数料（委託料振込、証明書発行） 2,930 円

公課費（印紙購入費） 22,400 円

※ 寄附チラシ作成 99,000 円

※ 事業用地管理業務委託（草刈り） 39,600 円

年度末残額 135,023,513 円

令和3年度 ふるさと納税 67,790,000 円 梅岩の里生誕地整備事業実施設計業務委託

企業版ふるさと納税 4,000,000 円 （基本設計に基づく実施設計業務） 10,547,900 円

預金利息 46 円 森林整備業務委託（事業用地裏山の伐採） 1,832,160 円

木材販売 143,031 円 植栽移植業務委託（事業用地内の植栽の移植） 1,500,000 円

手数料（委託料振込） 1,210 円

公課費（印紙購入費） 21,000 円

※ 事業用地管理業務委託（草刈り） 50,000 円

年度末残額 193,004,320 円

令和4年度 ふるさと納税 54,333,000 円 石田梅岩先生顕彰会補助金（既存記念館の除却工事費） 897,000 円

※ 事業用地管理業務委託（草刈り） 50,000 円

年度末残額 246,390,320 円

令和5年度 ふるさと納税（R6.1.10現在） 70,990,000 円 ※ 造成工事費 13,357,300 円

※ 設計業務委託費 775,500 円

※ 事業用地管理業務委託（草刈り） 60,000 円

年度末残額（予定） 303,187,520 円

令和6年度 ふるさと納税 円 ※ 建設工事費 347,622,000 円

※ 施工監理業務委託費 9,688,800 円

不足額 -54,123,280 円

※ 亀岡市が直接執行しており、積み立てた寄附金を財源として実施

資料２



〇デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生拠点整備タイプ）と梅岩の里建設スケジュール

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
・補正予算計上（６月議会）

着工～完了検査～竣工

交付金対象事業：建設事業費
 R6年3月議会に建築工事費等補正予算計上、R6年度予算へ繰越

・交付決定（3月下旬）

建築確認申請
随意契約 随意契約

・仮契約
・6月議会（初日）契約案件議案提出

※単年度事業対象
着工 竣工

　建築及び外構工事、備品（9カ月） ・オープン準備
・オープン

・不採択決定（3月下旬）
　補正予算：繰り越さず不執行となる

・6月議会以降建築工事費等補正予算計上
建築確認申請
随意契約 随意契約

・入札等工事準備
・仮契約

・9月議会以降契約案件議案提出

着工 竣工

　建築及び外構工事、備品準備

工事
令和５年度 令和６年度 令和７年度

造
成
工
事

（
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と
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京都・亀岡バルーンフェスティバルの開催について 

 

■主  催  京都・亀岡バルーンフェスティバル実行委員会 

 

■日  時  令和６年２月２３日（金）～２５日（日） 

 

■開催場所  メイン会場 ： 保津川水辺公園 

       競技本部・ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ会場 ： 保津児童館 

       臨時駐車場 ： 保津川水辺公園駐車場（800台程度） 

               13:00までは無料開放 

               13:00から 17:00までは閉鎖 

               17:00から 21:00まで 1,000円／台（大会協力金） 

 

■参加気球  ２３機予定（競技参加１９機、オフィシャル４機） 

 

■内容 

熱気球競技飛行    6時 45分～ 8時 00分頃 

熱気球係留・体験搭乗 7時 00分～ 9時 00分（要事前予約 各日 380人） 

熱気球教室      10時 00分～10時 30分（予約不要、参加無料） 

マルシェ       7時 00分～11時 30分（キッチンカー10台程度） 

エキシビジョンナイト（23日・24日）17時 00分～20時 00分 

・夜市          17時 00分～20時 00分（15店舗程度） 

・バルーンイリュージョン 18時 30分～19時 00分（観覧無料） 

  ・空飛ぶランタン     18時 30分～19時 30分（要事前購入 各日 500基） 

 

■予算 

 【歳入】 

   市補助金  １０，０００千円 

   国庫補助金 １２，５００千円（上限） 

〔ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの地方誘客や消費拡大に向けた観光ｺﾝﾃﾝﾂ造成支援事業 

補助額 4,000千円（10/10）＋対象経費残の 1/2〕 

   雑収入    ３，５００千円 

合 計  ２６，０００千円 

 

【歳出】 

   総務部門   ２，６００千円（警備、会場設営等） 

   競技部門   ９，８００千円（競技等熱気球運営） 

   賑わい部門 １３，６００千円（マルシェ、ランタン、広告等） 

         ２６，０００千円 





令和６年１月２６日 

 

 

総務文教常任委員会 
 

【提出資料】 

 

○亀岡市公共施設等総合管理計画（概要版） 

○亀岡市公共施設等総合管理計画推進体制 

○亀岡市公共施設マネジメント推進本部設置要綱 
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１ 計画策定の背景と目的 

 

 
近年、全国的な人口減少社会の到来や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化、厳しい財政

状況など、公共施設を取り巻く環境は大きく変化しており、これらの変化に対応した新たな公

共施設のあり方を検討する時期に来ています。 

本市においても、昭和 50 年代に多くの施設を整備しており、老朽化が進んでいます。今後、

これら多くの公共施設が更新時期を迎え、多大な財政負担を伴うことが予想されますが、今後

の人口減少や厳しい財政状況を踏まえると、これらすべての更新に対応していくことは困難で

す。 

一方、今後の市民ニーズの変化・多様化にも対応していく必要があるため、特に建築物施設

については、効果的・効率的な施設運営のあり方の検討とともに、公共施設の再配置や民間の

施設・ノウハウの活用なども含めた行政サービス機能の再編の検討も求められています。 

本計画は、このような本市を取り巻く多くの課題に対応していくため、公共施設マネジメン

トを推進するための基本的な考え方や推進体制などについて定めたものです。 

 

 

 

公共施設の計画的な維持修繕による長寿命化や施設保有総量の最適化（総量縮減）など、市が保

有する公共施設を最適に維持管理し、有効活用を図ることで、適切な行政サービスの提供と安定し

た財政運営を両立させるための取組です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１-１ 背景と目的

・効率的な管理運営 

・ニーズへの対応    など 

・長寿命化 

・計画的な保全     など 

・統廃合 

・多機能化（複合化） 

・民間移管、市民移管 など 
減らせる施設 

今後も 

保有する施設 

質
の
見
直
し 

量
の
見
直
し 

 

量の縮減 
・ 

コストの削減 

質
の
向
上
・
コ
ス
ト
の
削
減 

公共施設 

の 

最適化 

情
報
の
一
元
化 

＜公共施設マネジメントとは＞ 
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本計画は、その実効性を確保するため、市の最上位計画である「第 5 次亀岡市総合計画」に

即するとともに、「亀岡市行財政改革大綱 2020-2024」などの関連計画と整合を図ります。 

また、既存及び今後策定する個別計画については、本計画をその上位計画として位置づけ、

本計画に示す方針等との整合を図るとともに、必要に応じて適切に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
公共施設マネジメントには中長期的な視点が不可欠であるため、本計画の対象期間は平成

28 年度（2016 年度）から令和 27 年度（2045 年度）までの 30 年間とします。 

ただし、総合計画の策定にあわせて計画の進捗状況を検証した上で、適宜見直しを行うこと

とします。また、社会経済情勢の変化や、関連する計画の策定・改定などが行われた場合にも、

変化に応じた見直しを行います。 

 

  

１-２ 計画の位置づけ 

１-３ 計画の対象期間 

亀岡市公共施設等総合管理計画 
亀岡市行財政改革大綱 

2020-2024 など 

第５次亀岡市総合計画 

インフラ長寿命化基本計画 

建築物施設 個別計画 

・個別の再編・保全計画 など 

＜ 国 ＞ 

＜ 亀岡市 ＞ 

インフラ施設
＊
 個別計画 

・個別の保全計画 など 
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本計画では、市が保有している「建築物施設」と「インフラ施設」を合わせた「公共施設」

を対象としています。また、「建築物施設」は９つ、インフラ施設は６つに分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１-４ 計画の対象施設 

公
共
施
設 

建築物施設 

学校教育施設 

市庁舎、上下水道部庁舎 

小学校、中学校、若木の家、 

学校給食センター など 

子育て支援施設 保育所、こども園、幼稚園、児童館 

社会教育施設 ガレリアかめおか、交流会館、亀岡会館、 

文化資料館、中央公民館、図書館 など 

庁舎系施設 

産業施設 
食肉センター、土づくりセンター、 

林業センター、共同作業所 など 

医療･保健･福祉施設 
市立病院、保健センター、総合福祉センター、

ふれあいプラザ、文化センター など 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 
運動公園施設、体育館、市民プール、 

野外活動センター など 

住宅施設 市営住宅、改良住宅 

その他施設 
火葬場、クリーンセンター、駐車場、 

水防倉庫、消防団格納庫など 

インフラ施設 

橋梁 

道路 

水道 

下水道 

公園等 

その他 

一般道路、自転車歩行者道 

上水道管路、簡易水道管路、飲料水供給

施設管路、浄水場、ポンプ場 

公共下水道管路、地域下水道管路、 

浄化センター 

都市公園、球技場・グラウンド、 

農業公園 

温泉供給施設、坑廃水処理施設 

橋梁 
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本計画の構成は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１-５ 計画の構成 

・人口や財政、公共施設に関するデータを整理し、本計画を策定するうえでの現

状認識や課題を明確にしています。 

2 公共施設等の現況と課題 

・本計画策定の背景と目的等に加え、上位計画等の関係や対象とする公共施設、

計画の期間などについて定めています。 

１ 計画策定の背景と目的 

・市民アンケート結果の概要や市民アンケートから得られた課題等について示し

ています。 

3 市民意向の把握 

・公共施設マネジメントの目標や原則、計画を策定するうえでの重要な視点につ

いてまとめるとともに、今後の本市における公共施設の保有量の目標値を定め

ています。 

4 公共施設マネジメントの目標 

・建築物施設とインフラ施設のそれぞれにおいて、施設再編の推進、施設保全の

推進、施設運営等の推進の３点について方針を定めています。 

5 公共施設等の管理に関する基本方針 

・計画の対象施設分類ごとに「５ 公共施設等の管理に関する基本方針」を踏ま 

え、基本的な方向性を定めています。 

６ 類型ごとの管理に関する基本方針 

・計画策定後に公共マネジメントを円滑に進めていくための庁内推進体制やフォ

ローアップなどについて定めています。 

７ 今後の推進に関する基本方針 

＜計画の背景、現況把握等＞ 

＜計画の目標、基本方針、推進策等＞ 
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２ 公共施設等の現況と課題 

 

 
本市の人口は、平成７年にかけて急増し、その後、平成 12 年の 94,555 人をピークに減少

に転じ、令和２年は 86,174 人となっています。また、近年、年少人口は減少傾向、老年人口

は増加傾向にあり、本市においても着実に少子高齢化が進展しています。 

亀岡市人口ビジョンでは、今後も一貫して減少傾向であり、計画の対象期間である 2045 年

（令和２７年）には 74,981 人まで減少し、生産年齢人口比率は 49.6％、老年人口比率は

35.8％になると推計しています。 

 

 
 

 

 

 

◇人口推計シミュレーション 

国立社会保障・人口問題研究所の推計を基に、亀岡市独自の人口の社会移動趨勢を考慮し、かつ合計特殊出生率が令和

２２年までに２．０７（人口を長期的に一定に保てる水準）まで上昇し、人口移動による転出超過が令和１２年度に解消

し、以降は流入人口の増加により５年間で、１，０００人程度の転入超過になると仮定した場合。 

 

  

２-１ 人口の現況と将来推計人口 

※端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。 
資料：実績値：国勢調査 

推計値：亀岡市人口ビジョン（人口推計シミュレーション） 
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（１）歳入の状況 

本市の歳入の状況をみると、市税は、2014 年度（平成 26 年度）に一時、100 億円を割

りこみましたが 2017 年度（平成 29 年度）から再び 100 億円を超え、今後の見通しでは、

土地区画整理事業等による固定資産税等増加する見通しであることから、市税総額は、107

億円前後で推移すると見込んでいます。 

 

 

（２）歳出の状況 

本市の歳出の状況をみると、扶助費＊は平成２８～２９年度に臨時福祉給付金事業等により

79 億円まで増加し、令和３年度は、子育て世帯への臨時特別給付金事業等により 100 憶円

を超えました。また、2011 年度（平成 23 年度）から 2022 年度（令和 4 年度）までの投

資的経費＊の平均は約 48.4 億円となっています。今後の見通しでは、引き続き扶助費が増加

していくと予測され、義務的経費＊の割合が高まることにより財政構造の硬直化が進むため、

さらに厳しい財政状況となることが見込まれます。一方、令和５年度から令和７年度の投資的

経費は 41～63 億円程度と予測されています。 

 

２-２ 財政状況及び見通し 

自主財源 
※端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。 
資料：亀岡市の財政状況及び今後の見通し（市資料） 

義務的経費 

※端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。 
資料：亀岡市の財政状況及び今後の見通し（市資料） 
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（１）建築物施設の現況 

①建築物施設の概要 

本市が保有する建築物施設は、計画策定時の平成２６年度末時点では 225 施設、延床面

積の合計は 319,097 ㎡となっていましたが、令和 4 年度末時点では 225 施設、延べ床

面積の合計は 310,282 ㎡となりました。 

また、市民一人あたりの建築物施設延床面積は、3.57 ㎡となっています（令和５年 4 月

1 日時点の人口 86,975 人をもとに算出）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

構成比

（％）

構成比

（％）

構成比

（％）

構成比

（％）

庁舎系施設 2 0.9 23,573 7.4 3 1.3 25,483 8.2 8.11%

庁舎 2 0.9 23,573 7.4 3 1.3 25,483 8.2

学校教育施設 30 13.3 129,295 40.5 29 12.9 127,350 41.0 -1.51%

小学校 18 8.0 81,072 25.4 17 7.6 76,599 24.7

中学校 8 3.6 45,332 0.0 7 3.1 40,468 13.0

義務教育学校 0 0.0 0 14.2 1 0.4 7,392 2.4

その他学校教育施設 4 1.8 2,891 0.9 4 1.8 2,891 0.9

子育て支援施設 15 6.7 9,494 3.0 15 6.7 9,541 3.1 0.50%

保育所・こども園・幼稚園 9 4.0 7,079 2.2 9 4.0 7,079 2.3

児童館 6 2.7 2,415 0.8 6 2.7 2,462 0.8

社会教育施設 17 7.6 46,366 14.5 16 7.1 40,143 12.9 -13.43%

社会教育施設 14 6.2 44,092 13.8 13 5.8 37,869 12.2

図書館 3 1.3 2,274 0.7 3 1.3 2,274 0.7

産業施設 16 7.1 10,385 3.3 15 6.7 10,019 3.2 -3.53%

農林振興施設 16 7.1 10,385 3.3 15 6.7 10,019 3.2

医療・保険・福祉施設 16 7.1 20,883 6.5 16 7.1 20,564 6.6 -1.53%

医療・保険施設 3 1.3 11,475 3.6 3 1.3 11,508 3.7

福祉施設 13 5.8 9,407 2.9 13 5.8 9,056 2.9

スポーツ・レクリエーション施設 6 2.7 14,290 4.5 7 3.1 14,875 4.8 4.10%

スポーツ・レクリエーション施設 6 2.7 14,290 4.5 7 3.1 14,875 4.8

住宅施設 22 9.8 44,019 13.8 20 8.9 41,825 13.6 -4.99%

住宅施設 22 9.8 44,019 13.8 20 8.9 41,825 13.6

その他施設 101 44.9 20,792 6.5 104 46.2 20,482 6.6 -1.50%

生活環境施設 5 2.2 9,592 3.0 6 2.7 9,223 3.0

駐車場 4 1.8 5,828 1.8 4 1.8 5,828 1.9

公衆便所・倉庫 5 2.2 162 0.1 7 3.1 255 0.1

防災施設 84 37.3 3,269 1.0 84 37.3 3,207 1.0

その他 3 1.3 1,941 0.6 3 1.3 1,969 0.6

225 100 319,097 100.0 225 100 310,282 100.0 -2.77%

増減率
（大分類）

計

計画策定時点

施設数

（ヶ所）

延床面積

（㎡）

令和４年度末時点

施設数

（ヶ所）

延床面積

（㎡）

大分類 中分類

２-３ 公共施設等の現況及び将来の見通し 

※亀岡運動公園の体育館・競技場・プール及びさくら公園の体育館は建築物施設として扱い、スポーツ・レクリエーショ

ン施設に含める。 

※端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。 
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②施設分類別の状況 

【施設数】 

施設分類別の施設数の構成比をみると、「その他施設」が 46.2％（104 施設）で最も

多く、次いで「学校教育施設」が 12.9％（29 施設）、「住宅施設」が 8.9％（20 施設）

となっています。 

 

 

【延床面積】 

施設分類別の延床面積の構成比をみると、「学校教育施設」が 41.0％（127,350 ㎡）

で約４割を占めており、次いで「社会教育施設」が 12.9％（40,143 ㎡）、「住宅施設」

が 13.６％（41,825 ㎡）となっています。 

 

 

 

庁舎系施設 8.2％

学校教育施設

41.0％

子育て支援施設

3.1％

社会教育施設

12.9％
産業施設 3.2％

医療・保険・福

祉施設 6.6％

スポーツ・レクリ

エーション施設

4.8％
住宅施設 13.6％

その他施設 6.6％
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③建築物施設の面積推移 

平成２８年度の計画策定時からの建築物施設の面積については令和４年度まで減少して

おり、特に平成３０年度の亀岡会館などの大型施設の除却等により社会教育施設が減少し

ました。 

全体では令和４年度末時点で 310,282 ㎡となり、計画策定時から 8,816 ㎡減少してお

り、比率は 2.77%の減少となりました。 

 

④有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の償却がどの程度進んで

いるかを表しています。償却率が大きいほど、老朽化が進んでいることになります。 

平成２８年度からの有形固定資産減価償却率は、年々、上昇しており、施設の老朽化が進

んでいます。 

  

（㎡） 

（％） 
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（H27）
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計
延
床
面
積（
㎡
）

延
床
面
積（
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庁舎系施設 学校教育施設 子育て支援施設 社会教育施設

産業施設 医療・保健・福祉施設 スポーツ・レクリエーション施設 住宅施設

その他施設 累計延床面積

新耐震基準（S56.6）

築20年以下築21～30年築31年以上

⑤整備年度別の状況 

建築物施設の整備状況を施設分類別・整備年度別の延床面積でみると、昭和 50 年代から

増加しており、平成 15 年頃までは比較的多くの施設整備が続いています。施設分類別にみ

ると、昭和 40 年代から昭和 60 年代前半にかけての人口急増期には学校教育施設などを

中心に整備が進められていますが、平成 7 年度以降は産業施設や社会教育施設、医療・保

健・福祉施設など、時代のニーズに対応し、多様な施設の整備を進めています。 

また、大規模改修等の実施時期の目安となる築 31 年を経過した棟は、全体の６割を占め

ており、このまますべての施設を維持した場合、10 年後には約 9 割に達します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥過去に行った対策の実績 

亀岡会館、中央公民館や厚生会館、若宮工場などの施設の除却を進めるとともに、施設の

譲渡も行うなど延床面積の削減を図りました。また、その他の施設では長寿命化計画を定め

るなどの計画的な保全を行っています。 

 

⑦現在の維持管理経費 

維持修繕費は必要最低限に抑えるよう努めてきましたが、施設の老朽化に伴い、今後は増

加していくことが予想されます。また、普通建設事業費では施設の改修や空調施設等の整備

により施設の維持や環境整備を図っています。 

 

 

（百万円）
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

維持修繕費 152 154 168 132 163 204 164

普通建設事業費 2,683 5,669 2,908 4,490 2,669 4,275 4,532

※棟単位で集計、円グラフ令和４年度末時点 

資料：亀岡市の財政状況及び今後の見通し（市資料） 
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2.1 

66.7 

46.4 

35.3 

6.2 

3.7 

5.6 

30.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体（594棟）

庁舎系施設（3棟）

学校教育施設（243棟）

子育て支援施設（15棟）

社会教育施設（28棟）

産業施設（26棟）

医療・保健・福祉施設（17棟）

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設（10棟）

住宅施設（145棟）

その他施設（107棟）

構成比（％）

不要 実施済 未実施 不明

亀岡市 類似自治体（平成の大合併なし） 類似自治体（平成の大合併あり） 面積

7.07 
6.71 

6.20 

5.69 5.41 5.38 

4.27 4.15 4.12 4.11 
4.04 4.03 

3.50 3.39 3.17 
3.15 3.10 3.02 3.01 2.85 2.80 2.71 2.66 

2.64 2.33 2.25 2.17 
2.14 2.11 2.11 2.10 2.09 1.94 1.91 
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面
積
（
ｋ
㎡
）

一
人
当
た
り
公
共
施
設
延
床
面
積（
㎡
／
人
）

類似自治体（22自治体）

（平成の大合併なし）

平均：2.64㎡／人

類似自治体（34自治体）

平均：3.48㎡／人

⑧耐震改修の状況 

棟別の耐震改修の状況をみると、「不要」

が 78.8％（468 棟）、「実施済」が 7.6％

（45 棟）となっており、耐震改修率は

86.4％となっています。 

施設分類別に「未実施」の割合をみると、

子育て支援施設で 66.7％（10 棟）が高く

なっており、半数以上となっています。ま

た、社会教育施設で 46.4％（13 棟）、医

療・保健・福祉施設が 35.3％（6 棟）とな

っています。 

 

※用途・規模・構造等による法で定める耐震改修の対象

になっていない棟も含む 

 

 

 

 

 

⑨類似自治体との比較 

一人当たり公共施設（建築物施設）延床面積について、関西の類似自治体（34 自治体（人

口 5 万人以上 10 万人未満、産業構造Ⅱ次･Ⅲ次 95％未満かつⅢ次 55％以上））と比較す

ると、本市は 3.50 ㎡/人と類似自治体の平均 3.48 ㎡/人よりもわずかに多くなっていま

す。 

なお、平成の大合併を経ていない類似自治体（22 自治体）の平均は 2.64 ㎡/人となっ

ており、これと比較すると本市の一人当たりの公共施設延床面積は約 1 ㎡多く、舞鶴市に

続いて多くなっています。 

 

【関西の類似自治体の一人当たり公共施設延床面積】 

 

 

  

※棟単位で集計（計画策定時点） 

※比較自治体は平成 24年度の数値 

資料：公共施設状況調 
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（２）インフラ施設の現況 

①インフラ施設の概要 

本市が保有するインフラ施設について、道路は一般道路 延長 519,137ｍ、自転車歩行

者道 延長 270ｍ、橋梁は 389 橋/延長 3,826ｍ、上水道は管路 658,044ｍ、関連施設

（浄水場・ポンプ場）23 ヶ所、飲料水供給施設＊は管路 2,565m、関連施設（浄水場）1

ヶ所、公共下水道は管路 355,492ｍ、関連施設（浄化センター）1 ヶ所、小規模下水道は

管路 157,375m、関連施設（浄化センター）6 ヶ所、都市公園＊は 40 ヶ所/面積 736,900

㎡、球技場・グラウンドは 9 ヶ所/面積 94,900 ㎡、その他公園等は 2 ヶ所/面積 30,983

㎡、温泉供給施設 1 ヶ所、坑廃水処理施設 1 ヶ所などとなっています（令和５年 3 月 31

日時点）。 

 

道路 一般道路 1,734 本 延⾧ 484,880 ｍ 1,926 本 延⾧ 519,137 ｍ 7.07%

面積 2,667,299 ㎡ 面積 2,993,439 ㎡ 12.23%

自転車歩行者道 11 本 270 ｍ 11 本 270 ｍ 0.00%

1,167 ㎡ 1,167 ㎡ 0.00%

橋梁 橋梁 381 橋 3,703 ｍ 389 橋 3,826 ｍ 3.33%

23,581 ㎡ 22,868 ㎡ -3.03%

水道 上水道管路 延⾧ 538,037 ｍ 延⾧ 658,044 ｍ 22.31%

上水道関連施設 延床面積 2,708 ㎡ 延床面積 2,928 ㎡ 8.13%

簡易水道 簡易水道管路 延⾧ 99,098 ｍ 延⾧ 0 ｍ -100.00%

簡易水道関連施設 延床面積 175 ㎡ 延床面積 0 ㎡ -100.00%

飲料水供給施設 飲料水供給施設管路 延⾧ 2,479 ｍ 延⾧ 2,565 ｍ 3.47%

飲料水供給施設関連施設 延床面積 6 ㎡ 延床面積 6 ㎡ 0.00%

下水道 公共下水道 公共下水道管路 延⾧ 336,295 ｍ 延⾧ 355,492 ｍ 5.71%

公共下水道関連施設 延床面積 14,196 ㎡ 延床面積 14,196 ㎡ 0.00%

地域下水道 地域下水道管路 延⾧ 157,000 ｍ 延⾧ 157,375 ｍ 0.24%

（※） 地域下水道関連施設 延床面積 2,424 ㎡ 延床面積 2,424 ㎡ 0.00%

公園等 都市公園 面積 624,400 ㎡ 面積 736,900 ㎡ 18.02%

球技場・グラウンド 面積 94,900 ㎡ 面積 94,900 ㎡ 0.00%

その他公園等 面積 30,983 ㎡ 面積 30,983 ㎡ 0.00%

その他 温泉供給施設 延床面積 124 ㎡ 延床面積 124 ㎡ 0.00%

抗廃水処理施設 延床面積 53 ㎡ 延床面積 53 ㎡ 0.00%

分類
計画策定時点 増減率

（種別）

上水道

施設数等

令和４年度末時点

施設数等
種別

※地域下水道については、計画策定時点の名称であり、令和 2年度以降は小規模下水道に変更。 

都市公園には、亀岡運動公園、さくら公園を含む。 

※端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。 
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②整備年度別の状況 

主なインフラ施設の整備状況をみると、橋梁は昭和 30 年代、上水道管路は昭和 40 年

代後半、公共下水道管路は昭和 50 年代から整備を進めてきました。橋梁や上水道では既に

耐用年数（橋梁 60 年、上水道 40 年）を超えるものが発生しており、施設の老朽化が進行

しています。また、公共下水道についても、10～20 年後に耐用年数（公共下水道 50 年）

を超えるものが発生する見込みとなっています。 

 

 

【橋梁の整備状況】 

 

 

 

【上水道管路の整備状況】 

 

 

 

【公共下水道管路の整備状況】 
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※各数値及びグラフについては計画策定時のものです。 
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（３）将来的な更新費用の試算 

①建築物施設 

建築物施設について、すべての施設を維持した場合の今後 30 年間の更新費用を試算す

ると、約 970.3 億円（年平均 32.3 億円）となりました。2025 年までの 10 年間は大規

模改修の費用が多くなっており、2035 年以降は建替えの費用が多くなっています。 

過去５年間の建築物施設にかかる投資的経費の年平均は約 18.8 億円であるため、今後

もすべての建築物施設を保有するのは困難な状況になります。 

 

【建築物施設の将来的な更新費用】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築物施設の将来的な更新費用（施設分類別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後 30 年間の 
更新費用 

平均 32.3 億円 

過去 5年間の 
投資的経費 

平均 18.8 億円 

今後 30 年間の 
更新費用 

平均 32.3 億円 

過去 5年間の 
投資的経費 

平均 18.8 億円 

【試算方法】 

現在と同じ面積で更新すると仮定し、総務省が公開する「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の試算条件・試算単価で

30 年間の更新費用を試算した。 
 ・建築物施設：30 年目で大規模改修（改修期間 2 年（29、30 年目）、積み残し期間 10 年）、60 年目で建替え（建替え期間 3 年（59、60、61

年目））とし、延床面積に試算単価を乗じて算出 

 ※改修しなければならない施設が、改修されずに残っている場合、積み残し期間で均等に改修を行うと仮定 
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2020 2025 2030 2035 2040 2045

（億円）

道路 橋梁 上水道 上水道（建物） 簡易水道

簡易水道（建物） 飲料水供給施設 飲料水供給施設（建物） 公共下水道 公共下水道（建物）

地域下水道 地域下水道（建物） 公園等 その他 累計更新費用

372.6億円 423.7億円 499.0億円

1,295.3億円

372.6億円 423.7億円 499.0億円

1,295.3億円

 

②インフラ施設 

インフラ施設について、すべての施設を維持した場合の今後 30 年間の更新費用を試算

すると、約 1,295.3 億円（年平均 43.2 億円）となりました。 

過去５年間のインフラ施設にかかる投資的経費の年平均は約 42.6 億円となっています

が、インフラ施設は現在の施設の維持と合わせて、今後も施設の新設が必要となることから、

各会計内で経営の効率化や費用対効果を踏まえた計画的な新設・更新等の対応が求められ

ます。 

 

 

【インフラ施設の将来的な更新費用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【試算方法】 

現在と同じ面積（延長）で更新すると仮定し、総務省が公開する「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の試算条件・試算

単価で 30年間の更新費用を試算した。 
 ・道路：総面積を更新年数 15 年で割った面積を 1 年間の更新量とし、更新量に試算単価を乗じて算出 

 ・橋梁：60 年目で更新とし、構造別面積に試算単価を乗じて算出（積み残し期間 5年） 

 ・上水道：40 年目で更新とし、管径別延長に試算単価を乗じて算出（積み残し期間 5年） 

 ・公共下水道：50 年目で更新とし、管種別延長に試算単価を乗じて算出（積み残し期間 5 年） 

 ※更新しなければならない施設が、更新されずに残っている場合、積み残し期間で均等に改修を行うと仮定 

 ※上水道、簡易水道、飲料水供給施設、公共下水道、地域下水道、その他の建物は、建築物施設と同様の試算条件で試算 

 ※簡易水道、飲料水供給施設については、上水道と同様の条件、地域下水道については、公共下水道と同様の条件で試算 

※公園等（都市公園、球技場・グラウンド、その他公園等）については、過去５年間の投資的経費の平均を計上。 

今後 30 年間の 
更新費用 

平均 43.2 億円 

過去 5年間の 
投資的経費 

平均 42.6 億円 



16 

実績
年平均

投資的経費
5年間

（H22～26）
1～10年目 11～20年目 21～30年目 31～40年目 1～10年目 11～20年目 21～30年目 31～40年目

18.77 350.97 329.91 289.43 279.26 35.10 32.99 28.94 27.93

道路 13.15 83.60 83.60 83.60 83.60 8.36 8.36 8.36 8.36

橋梁 0.30 9.19 22.30 17.10 26.63 0.92 2.23 1.71 2.66

上水道 11.54 184.51 163.59 159.61 138.28 18.45 16.36 15.96 13.83

簡易水道 2.43 － － － 0.24 － － －

飲料水供給施設 0.62 0.63 0.61 0.61 0.06 0.06 0.06 0.06

公共下水道 9.91 28.39 86.39 172.89 105.67 2.84 8.64 17.29 10.57

地域下水道 4.26 38.94 42.20 40.52 38.94 3.89 4.22 4.05 3.89

公園等 2.47 24.70 24.70 24.70 24.70 2.47 2.47 2.47 2.47

その他 0.12 0.23 0.31 0.00 0.15 0.02 0.03 0.00 0.01

単位：億円

建築物施設

試算

インフラ施設

更新費用 年平均更新費用

0.89

■建築物施設 ■インフラ施設

大分類 分類 種別／区分 分類 種別／区分

庁舎系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 一般道路 4,700 円/㎡ 50mm以下 97 千円/ｍ

学校教育施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 自転車歩行車道 2,700 円/㎡ 75mm以下 97 千円/ｍ

子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ PC橋 425 千円/㎡ 100mm以下 97 千円/ｍ

社会教育施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ RC橋 425 千円/㎡ 125mm以下 97 千円/ｍ

産業施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 鋼橋 500 千円/㎡ 150mm以下 97 千円/ｍ

医療・保健・福祉施設
（医療・保健施設）

25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 石橋 425 千円/㎡ 200mm以下 100 千円/ｍ

医療・保健・福祉施設
（福祉施設）

20 万円/㎡ 36 万円/㎡ その他 425 千円/㎡ 250mm以下 103 千円/ｍ

スポーツ・レクリエーション施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ コンクリート管 124 千円/ｍ 300mm以下 106 千円/ｍ

住宅施設 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 陶管 124 千円/ｍ 350mm以下 111 千円/ｍ

その他施設
（生活環境施設、駐車場）

20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 塩ビ管 124 千円/ｍ 400mm以下 116 千円/ｍ

その他施設
（公衆便所・倉庫、防災施設、その他）

17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 更正管 134 千円/ｍ 450mm以下 121 千円/ｍ

その他 134 千円/ｍ 500mm以下 128 千円/ｍ

■インフラ施設（建物） 不明 124 千円/ｍ 550mm以下 128 千円/ｍ

300mm未満 100 千円/ｍ 600mm以下 142 千円/ｍ

インフラ施設（建物） 20 万円/㎡ 36 万円/㎡
300～500mm
未満

114 千円/ｍ 700mm以下 158 千円/ｍ

500～1000mm
未満

161 千円/ｍ 800mm以下 178 千円/ｍ

不明 100 千円/ｍ 不明 97 千円/ｍ

更新

道路

橋梁

上水道
（導水管/
送水管）

公共
下水道

上水道
（配水管）

大規模改修 建替え

大規模改修 建替え 更新

 

（参考）10 年間ごとの更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）試算単価 

 

 

 

  

 

※橋梁は、構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新、それ以外のものは PC橋で更新すると仮定 
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（１）財務の視点からの課題 

 

・生産年齢人口の減少などにより、今後も大幅な歳入増は見込めない状況にあり、また高

齢化などによる扶助費の増加により、投資的経費に回す財源に余裕がなくなることが予

測されます。 

・本市の建築物施設は、昭和 54 年頃から急増し、平成 15 年頃まで多くの施設整備が続

いたため、今後一斉に更新時期を迎えることとなり、現状の施設をすべて維持した場合、

計画策定時からの 30 年間で約 970.3 億円という膨大な費用が必要となります。 

・インフラ施設においても、計画策定時からの 30 年間で約 1,295.3 億円が必要であり、

建築物施設と合わせた費用は、約 2,265.6 億円にのぼります。 

 

 

 

 将来の財政状況を考慮し、今後、公共施設の更新や新規に整備を行う際は、施設の必

要性を十分に検討するとともに、それらにかかる費用を抑制していく必要がありま

す。 

 戦略的な修繕計画や長寿命化計画を作成し、単年度に発生する費用の平準化（実施の

前倒しや先送りなどの調整）を図っていく必要があります。 

 

 

（２）品質の視点からの課題 

 

・築 31 年以上の建築物施設が、全体の約６割を占めており、施設の老朽化が進んでいる

とともに、バリアフリー未対応など機能の陳腐化が発生し、大規模改修だけでなく、日

常的な修繕なども必要な施設が多くなっています。 

・また、本市の耐震改修率は 86.4％となっていますが、子育て支援施設などで耐震改修

未実施の施設が多く、早急に安全性を確保する必要が生じています。 

・インフラ施設においても、橋梁や上水道では耐用年数を経過する施設も出始めていると

ともに、今後は公共下水道などについても耐用年数を迎える施設が発生してくることか

ら、施設更新に向けた取り組みを進める必要が生じています。 

 

 

 

 今後も、良好な公共施設を次世代に引き継いでいくため、将来の財政状況を踏まえ、

中長期的な視点で、維持していく施設を選別し、計画的な保全により、施設の長寿命

化を図っていく必要があります。 

 耐震性能や福祉性能の向上だけでなく、環境負荷削減のため、環境性能にも留意し、

誰もが安全・安心かつ快適に利用できる施設に転換していく必要があります。 

２-４ 現状や課題に対する認識 
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（３）供給の視点からの課題 

 

・今後、建築物施設の更新に膨大な費用が必要となる一方で、インフラ施設についても同

様に老朽化しており、多くの費用が必要となると想定されます。また、インフラ施設に

ついては、廃止や縮減などの対応が困難であり、今後も継続的に一定の投資的経費が生

じることから、現在の建築物施設すべてを更新・維持していくことは困難になると考え

られます。 

・関西の類似自治体と比較すると、本市の一人当たりの建築物施設延床面積は多く、特に

平成の大合併を経ていない類似自治体の中では、上位となっています。 

・ 本市の人口は、平成 12 年をピークに減少に転じましたが、今後も一貫して減少し、

２０５０年頃には約 7.3 万人まで減少すると予測されています。一方で、公共施設は、

市民ニーズに対応して、昭和 54 年頃から平成 15 年頃まで多くの整備が続いたため、

今後、人口規模に比べて施設総量が過多な状況が予測されます。 

・また、少子高齢化が着実に進展しており、今後も年少人口が減少し、老年人口が増加し

ていくため、学校教育施設に余剰が発生し、高齢者福祉施設の需要が高まるなど、市民

に必要な行政サービスの質と量が変化していくことが考えられます。 

 

 

 

 類似自治体と比較しても、一人当たりの公共施設延床面積が多い水準にあることか

ら、今後は、将来の財政状況や人口の動向、市民ニーズを踏まえて、建築物施設の保

有総量を見直していくとともに、施設の再編を検討していく必要があります。 

 また、施設の保有総量を見直す一方で、行政サービスの質を維持しつつ、経費の削減

が図られるよう、既存施設の有効活用や管理・運営方法などの見直しを検討していく

必要があります。 

 インフラ施設については、現状の機能を維持することを基本としつつも、財政状況や

費用対効果等を踏まえ、まちづくりの状況などに合わせた計画的な整備を実施する必

要があります。 
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３ 市民意向の把握 

 

 
本市が保有する公共施設（建築物施設）について、市民の利用状況や、これからの公共施設

のあり方についての考え等を市民目線で把握し、計画策定の資料とするため、下記の要領で市

民アンケートを実施しました。 

 

（１）調査方法 

①調査地域 ：亀岡市全域 

②調査対象 ：満 18 歳以上の男女 2,000 人（住民基本台帳から無作為抽出） 

③実施方法 ：郵送による調査票の配布・回収 

④調査期間 ：2015（平成 27）年 9 月 11 日から 9 月 25 日まで 

 

（２）回収結果 
 

配布数 未着数 有効配布数 回収数 無効数 有効回収数 有効回収率 

2,000 4 1,996 790 3 787 39.4％ 

 

 

  

３-１ 公共施設に関する市民アンケートの概要 
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（１）公共施設の利用実態 

いずれの公共施設の分類においても、「年に数回程度」、「利用していない」の割合の合計は

80%以上となっており、公共施設の利用頻度は低くなっています。 

一方、「週に１回以上」、「月に 1 回以上」、「年に数回程度」の割合を合わせた利用状況とし

てみると、庁舎や生涯学習施設が約 6 割～8 割と高く、文化施設、福祉施設、レクリエーショ

ン施設では、いずれも 2 割未満と低くなっています。 

 

 
※5％未満の数値は非表示 

アンケート上の施設分類 
 

分類 該当施設 

庁舎 市役所、上下水道部庁舎 

生涯学習施設 ガレリアかめおか、交流会館 

文化施設 亀岡会館、文化資料館 

社会教育施設 中央公民館、図書館 

福祉施設 
総合福祉センター、厚生会館、ふれあいプラザ、各文化セン
ター 

医療施設 市立病院 

保健施設 保健センター、休日急病診療所 

スポーツ施設 亀岡運動公園、さくら公園、その他スポーツ施設 

レクリエーション施設 川東市民プール、東部市民プール、七谷川野外活動センター 

  

7.6%

14.4%

10.5%

69.6%

46.8%

13.8%

24.9%

9.4%

34.2%

21.6%

24.3%

11.7%

22.1%

35.9%

82.8%

61.9%

83.5%

60.5%

78.0%

67.7%

87.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

庁舎

生涯学習施設

文化施設

社会教育施設

福祉施設

医療施設

保健施設

スポーツ施設

レクリエーション施設

週に１回以上 月に１回以上 年に数回程度 利用していない

３-２ 市民アンケート結果の概要 
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（２）今後の公共施設における整備の方向性 

「必要性を見直し見合った数まで減らす」が 73.8％と大半を占めています。その他の選択

肢はいずれも 10％未満となっており、市民意向としては、縮減の方向性が望まれています。 

 

 

 

（３）公共施設の更新などにかかる費用の負担を減らすために実施すべき取組 

「利用されていない施設や土地の全部または一部を売却・賃貸して収入を得る」が 58.6％

と最も高く、次いで「現在ある施設の複合化による機能集約」が 55.1％となっています。 

一方、「施設におけるサービスの水準を引き下げる」、「税金等の徴収など市民全体で負担」は

3.0％と低くなっており、市民の負担や受益状況などは変えずに、合理化を図ることが望まれ

ていることがうかがえます。 

 

 

  

73.8%

8.8%

2.0%

9.8%

3.3%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

1 必要性を見直し見合った数まで減らす

2 費用がかかっても現状維持

3 費用がかかっても今後とも増やす

4 わからない

5 その他

無回答

23.9%

44.0%

55.1%

17.0%

18.0%

10.2%

17.4%

3.0%

58.6%

3.0%

6.5%

3.4%

3.0%

0% 20% 40% 60%

1 施設を補強し、しばらくの間建替えしない

2 現在ある施設の統合

3 現在ある施設の複合化による機能集約

4 国や府県、近隣市町と共同で施設を整備・管理運営

5 民間が保有する施設を公共施設として使用

6 地域に密着する施設の管理運営を地域住民に任せる

7 施設の整備・管理運営に民間の手法や資金を活用

8 施設におけるサービスの水準を引き下げる

9 利用されていない施設や土地の全部または一部を売却・賃貸して収入を得る

10 税金等の徴収など市民全体で負担

11 使用料を徴収できる施設の料金を引き上げる

12 その他

無回答 N=787（複数回答） 

N=787（単数回答） 
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35.8%

53.4%

8.0%

12.2%

18.8%

27.2%

54.4%

36.6%

7.0%

12.3%

9.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

1 行政窓口機能

2 防災機能

3 集会機能

4 文化芸術機能

5 社会教育機能

6 子育て支援機能

7 高齢者支援機能

8 医療保健機能

9 スポーツ機能

10 レクリエーション機能

11 産業機能

12 その他

 

（４）優先して見直しを行うべき施設 

「あまり利用されていない施設」が 73.4％と最も高く、次いで「老朽化が著しい施設」が

43.2％となっています。 

 

 

 

 

（５）地域で暮らすうえで優先的に維持又は充実すべき機能 

「高齢者支援機能」が 54.4％と最も高く、次いで「防災機能」が 53.4％となっています。 

一方、「集会機能」、「スポーツ機能」、「産業機能」はいずれも 10％未満と比較的低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.4%

30.9%

24.8%

43.2%

26.3%

16.8%

25.3%

12.3%

23.6%

1.5%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

1 あまり利用されていない施設

2 主に特定の個人・団体が使っている施設

3 公共性が低い施設

4 老朽化が著しい施設

5 維持管理費用が高い施設

6 耐震化されていない施設

7 同じようなサービスの施設が近隣にある施設

8 同じようなサービスの施設が民間で運営されている施設

9 公共交通の便が悪い施設

10 その他

無回答
N=787（複数回答） 

N=787（複数回答） 
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公共施設の利用実態について、「年に数回程度」、「利用していない」の割合が高く、全体的に

利用頻度は高くありません。さらに、「週に１回以上」、「月に 1 回以上」、「年に数回程度」の

割合を合わせた利用状況では、庁舎や生涯学習施設は高くなっていますが、文化施設、福祉施

設、レクリエーション施設は、低くなっていることから、再編について検討を進める施設と考

えられます。 

今後の公共施設における整備の方向性としては、「必要性を見直し見合った数まで減らす」が

7 割以上と大半を占めています。現状維持が 1 割未満であることを考慮すると、今後の施設の

再編は縮減を基本として検討を進める必要があります。 

その一方で、公共施設の更新などにかかる費用の負担を減らすために実施すべき取組の結果

からは、「施設におけるサービスの水準を引き下げる」、「税金等の徴収など市民全体で負担」は

低くなっており、単に施設の保有量を減らすという安易な手法ではなく、市民の行政サービス

は維持しつつ、機能の集約・複合などによる多機能化や利用されなくなった施設の売却・賃貸

等により収入を得るなど、有効活用を図ることが重要といえます。 

また、施設の再編で優先して見直しを行うべき施設としては、「あまり利用されていない施

設」、「老朽化が著しい施設」が高くなっていることから、利用状況や老朽状況などを踏まえた

施設の評価を行い、施設再編を検討していく必要があります。 

なお、地域で暮らすうえで優先的に維持又は充実すべき機能としては、近年の社会状況を反

映し、「防災機能」、「高齢者支援機能」が半数以上と高くなっており、各地域における重要な公

共サービス機能といえることから、今後の再編において地域における配置バランスなどを検討

していく必要があります。 

 

 

＜アンケート結果からみる方向性＞ 
 

 公共施設の再編は縮減方向を基本として検討する。 

 再編に当たっては、「あまり利用されていない施設」、「老朽化が著しい施設」を優

先的に見直す必要があるため、これらを踏まえた施設評価手法などを検討する。 

 施設再編の手法としては、複合化や統廃合などによる合理化を優先的に検討し、民

間による機能代替を行う際には、現状の公共性を担保しつつ、管理面や費用面、サ

ービス面において利点が大きい場合に進める。 

 施設再編に当たっては各機能における地域バランスなどにも留意する必要があ

る。 

 

  

３-３ 市民アンケート結果からみる課題と方向性 
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４ 公共施設マネジメントの目標 

 

 
本市の公共施設に関する課題に対応していくため、将来のまちのあり方を踏まえつつ、戦

略的かつ計画的に公共施設マネジメントを進めることで、施設の維持管理・運営・更新コスト

を削減し、将来の財政負担を軽減していくとともに、今後も市民ニーズに適切に対応し、行政

サービスの維持・向上を目指します。 

また、公共施設を地域の貴重な“財産”と捉えて、行政だけでなく、市民と問題意識を共有

していくとともに、将来の公共施設のあり方を検討し、持続可能で良好かつ最適な公共施設

を次世代に引き継いでいくことを基本目標とします。 

 

 

＜公共施設マネジメントの原則＞ 

●公共施設の保有総量の最適化 

建築物施設は、人口減少・少子高齢化の進展による市民ニーズの変化に対応して

いくとともに、今後の財政状況を踏まえて、施設の維持・更新を行っていくため、

施設の必要性を十分に検討し、施設の再編を行うなど保有量の最適化を図ります。 

インフラ施設は、整備済みの道路・橋梁・水道・下水道などを廃止し、総量を削減

することは難しいため、費用対効果を考慮して、計画的に必要に応じた整備を図りま

す。 

 

●安全で長く使える公共施設の継承 

建築物施設は、今後も保有していく施設を選別し、計画的な保全を実施すること

で、施設の長寿命化を図るとともに、耐震性能や福祉性能だけでなく、環境性能に

も留意し、安全で長く使える公共施設を継承していきます。 

インフラ施設は、日常生活や社会生活のみならず、災害時の救援や災害復旧にお

いても重要な役割を担うため、耐震性能の強化や長寿命化を推進し、安全で長く使

える公共施設を継承していきます。 

 

●効果的・効率的な施設の管理運営 

建築物施設の保有総量の最適化を図る一方で、行政サービスの質を維持・向上さ

せていくとともに、管理運営コストの削減が図られるよう、民間活力の活用や業務

内容の見直しなどとともに、全庁での取組体制の整備や市民等との連携により、限

られた財源の中で、効果的・効率的な施設の管理運営を目指します。 

 

  

４-１ 基本目標と原則 
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４-１で掲げた基本目標の達成に向けて、公共施設マネジメントの原則を徹底していくとと

もに、効果的・効率的に公共施設マネジメントを進めていくため、以下の４つを重要な視点と

して定めます。 

 

視点１ 施設の有効活用 

建築物施設の保有総量の最適化に向けて、延床面積の削減を進めるため、施設の再編や新

規整備を抑制していくとともに、新たなニーズに対しては、既存施設へ市民ニーズに対応す

る機能（サービス）を移管し、施設の多機能化（複合化）を図るなど、施設の有効活用を進

めます。また、民間への売却・貸付やまちづくりへの活用などを含めて、統廃合施設跡地や

低・未利用地の有効活用を検討します。 

さらに、行政サービスの充実・向上を図るため、国や府、近隣市町と施設を相互利用する

等の広域連携の検討や、ＰＰＰ＊（公民連携）の手法などによる民間活力の活用を進めます。 

 

 

視点２ 予防保全による施設の長寿命化の推進 

安全で長く使える公共施設の継承に向けて、今後は不具合が発生してから修繕などを行う

「事後保全型」の維持管理から、大規模改修に至る前の軽微な段階から予防的な修繕を行う

「予防保全型」の維持管理へと維持管理の方法を転換することで、計画的な保全を図り、施

設の長寿命化を進めます。 

 

 

視点３ 全庁での取組体制の整備 

効果的・効率的な施設の管理運営に向けて、職員一人一人が公共施設マネジメントの意義

を理解し、意識啓発に努め、日常的なコストの削減などを図るとともに、全庁横断的な視点

で共通認識を持ち、総合的・分野横断的に取り組むための組織づくりや部局間での連携・役

割分担について検討していきます。 

さらに、施設の点検・診断結果や維持管理に関する情報の一元管理、修繕や建替えの優先

順位意思決定の仕組みづくりについても検討していきます。 

 

 

視点４ 市民との問題意識の共有 

効果的・効率的な施設の管理運営に向けて、公共施設マネジメントの推進には、市民の理

解が必要不可欠となることから、施設に関する情報や問題意識を共有し、市民理解の醸成に

努めます。 

  

４-２ 公共施設マネジメントの視点 
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351.0億円 329.9億円 289.4億円

970.3億円

 
今後、公共施設マネジメントを進め、行政サービスの維持・向上を目指すためには、将来の

財政負担を軽減していく必要があります。そのため、多機能化（複合化）など施設を有効に活

用し、保有量の最適化を図りつつ、機能の維持・向上を進めていきます。 

本市では、この取組の実効性を確保するとともに、市民等と問題意識及び進行状況を共有し

ていくため、保有量の目標を設定します。 

 

（１）建築物施設の保有量の目標 

①対策の効果額 

建築物施設について、「２-３公共施設等の現況及び将来の見通し」で示している将来的

な更新費用の試算（30 年目で大規模改修、60 年目で建替え）では、計画策定時からの 30

年間で約 970.3 億円（年平均約 32.3 億円）となりました。 

保有量の検討をするにあたり、今後は安全で長く使える施設を継承していくため、計画的

な保全を実施して、施設の長寿命化を推進すること（35 年目で大規模改修、70 年目で建

替えと設定）として試算を行いました。試算の結果、約 703.2 億円（年平均約 23.4 億円）

となり、削減効果は年平均約 8.9 億円となっています。 

 

【将来的な更新費用（大規模改修 30 年、建替え 60 年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長寿命化した場合の将来的な更新費用（大規模改修 35 年、建替え 70 年）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

４-３ 保有量の目標 

今後 30 年間の 
更新費用 

平均 32.3 億円 

今後 30 年間の 
更新費用 

平均 23.4 億円 
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延床面積の削減率
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（億円）

投資見込額

（億円）削減率：10.7％

更新費用

23.4億円／年

投資見込額

18.8億円／年

延床面積を１％削減すると

施設更新費用も１％削減

延床面積を１％縮減すると

施設にかかる維持管理経費が１％削減される

と仮定し、この経費を投資見込額に充当

 ②保有量の検討 

本市の建築物施設にかかる過去５年間の投資的経費は年平均約 18.8 億円であり、今後

も同程度の投資的経費を建築物施設の更新にかけられると想定しても、年平均約 4.6 億円

不足している状況にあります。この不足分について、施設の再編等を行い、建築物施設の保

有量（延床面積）を削減していきます。 

ただし、保有量を削減する際は、施設の延床面積を１％削減すると施設の更新費用も１％

（約 0.23 億円）削減できると仮定します。また、施設にかかる維持管理経費も１％（約

0.20 億円）削減されると仮定し、この経費を投資見込額に充当するものとします。 

その結果、削減率を 10.7％とした場合、更新費用と投資見込額（維持管理経費の充当を

含む）が同額になる試算となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保有量の目標の設定 

建築物施設の保有量については、上記検討を踏まえ、計画策定時からの 30 年間で延床

面積を 10.7％削減することを目標とします。ただし、社会経済情勢の変化や、本計画の見

直し時等に、適宜保有量の目標の見直しを検討します。 

 

 

（２）インフラ施設の保有量の目標 

インフラ施設の保有量については、「２-３公共施設等の現況及び将来の見通し」で示して

いる将来的な更新費用の試算と投資見込額（過去５年間の投資的経費の平均）が概ね同額と

なっています。また、インフラ施設は今後も施設の新設が必要となるとともに、施設の再編や

廃止が難しい施設もあることから、保有量の削減目標は設定しないこととします。 

ただし、各会計内での経営の効率化を進めるとともに、費用対効果を踏まえた計画的な新

設・更新等を行い、維持管理費用の縮減を図ることとします。  

【施設にかかる維持管理経費】 

施設にかかる維持管理経費については、光熱水費、修繕費、管理委託料、使用料・賃借料、人件費等があります。 

すべての建築物施設にかかる維持管理経費（平成 26 年度）は 20.31 億円となっています。 
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５ 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

本市が保有する公共施設について、建築物施設、インフラ施設に区分し、それぞれの管理に関

する基本方針を定めます。 

 

 
 

（１）建築物施設 

◆施設性能や利用状況、コストなどによる施設の評価や、施設の配置状況、将来のまちづくり

の方向性等を十分に踏まえ、維持、性能改善、機能見直し、廃止検討などの方向性を見極め、

施設の再編を行い、保有量の縮減を図ります。 

◆行政サービスをハード（施設）とソフト（機能）で分け、市が今後も施設を保有する必要性

を検討し、施設の保有量の最適化を図りながらも、機能の維持・向上を図るため、分野横断

的な施設の多機能化（複合化）など、効果的な再編を進めます。 

◆市民ニーズや社会経済情勢の変化を捉え、市がサービスを提供する必要がなくなる施設は廃

止を検討するとともに、利用者が限定される施設や地域住民で管理できる施設、民間事業者

により同種のサービスが提供できる施設は、サービス提供主体の見直しを進めます。 

◆市外の住民も利用できる施設は、府や近隣市町と施設を相互利用する等、広域的な連携によ

り、施設の広域化（共同保有・利用）も検討します。 

◆原則的に、施設の新規整備が必要な場合は、保有量の目標や中長期的な財政状況を踏まえる

とともに、多数の機能を持たせた複合施設等とし、全庁的な観点から保有量の最適化を図り

ます。 

◆施設の統合・廃止等による供用廃止により、余剰となる建物・土地などについては、民間へ

の売却・貸付等により、財源の確保に努めるだけでなく、地域に必要となる民間サービスの

誘導や官民複合施設の整備など、まちづくりと連携した活用を検討します。 

◆施設の統合・廃止等に際しては、市民と問題意識及び施設情報、分析・評価結果等を共有し、

相互理解の上、検討を進めます。 

 

 

（２）インフラ施設 

◆インフラ施設は、市民生活と都市活動を支える重要な施設であり、一定の新規整備を継続す

る必要があるため、財政状況や費用対効果を十分に考慮して、新設と更新を計画的に実施し

ます。 

  

５-１ 施設再編の推進方針 
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（１）建築物施設 

①点検・診断 

◆施設の安全性を確保するため、建築基準法（12 条点検）や各種個別計画等に基づき、定期

的な点検を実施します。また、施設を長く使い続けるため、各部位などの劣化状況を把握し、

それを踏まえた計画的な保全を実施します。 

◆点検・診断結果等は施設情報として蓄積し、全庁的に共有します。 

 

②修繕・更新、長寿命化、ユニバーサルデザイン化、脱炭素化 

◆施設の長寿命化を図るため、損傷などが発生した後に修繕・更新などを行う「事後保全型」

から、中長期的な修繕計画を作成し、損傷などが発生する前に計画的に修繕・更新などを行

う「予防保全型」へと転換を図ります。 

◆ただし、効率的に修繕等を実施するため、「予防保全型」と「事後保全型」の部位を明確にし、

計画的な保全を行います。 

◆施設の劣化状況や重要度などから、修繕の優先度を設定し、整備の順位付けを行うとともに、

特定の年度に修繕や建替えが集中しないよう費用の平準化を図ります。 

◆施設更新時には、長期にわたり維持管理しやすい施設への改善を図るとともに、多機能化（複

合化）や減築についても検討します。 

◆施設の修繕・更新時には、ユニバーサルデザイン化を推進するなど、利用者の快適性や利便

性の向上を図ります。 

◆脱炭素社会実現のため、公共施設への太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギー

の導入、照明のＬＥＤ化、省エネ機器への更新など、公共施設等の脱炭素化に向けた取組を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-２ 施設保全の推進方針 

※出典：国土交通白書 
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③安全確保・耐震化 

◆耐震化の対象施設については、計画的に耐震診断・耐震改修を実施し、施設の耐震化を図り

ます。特に、多数の市民が利用する施設や学校など、市保有施設のうち、災害時における避

難施設・避難場所に指定されている施設については、防災性を高めるための機能確保・強化

を図ります。 

◆点検・診断結果等により、高い危険性が認められた施設については、利用者の安全を確保す

るため、供用廃止や除却（建物解体）も含めて、安全確保の対策を図ります。 

 

（２）インフラ施設 

①点検・診断 

◆施設の安全性を確保し、施設を長く使い続けるため、各種個別計画等に基づき、定期的な点

検を実施します。 

◆点検・診断結果等は施設情報として蓄積し、全庁的に共有します。 

 

②修繕・更新、長寿命化 

◆各種個別計画に定める取組を進め、施設の長寿命化を図ります。また、施設の長寿命化を図

るため、損傷などが発生した後に修繕・更新などを行う「事後保全型」から、損傷などが発

生する前に計画的に修繕・更新などを行う「予防保全型」へと転換を図ります。 

◆特定の年度に修繕や更新が集中しないよう費用の平準化を図ります。 

◆施設更新時には、長期にわたり維持管理しやすい施設への改善を図ります。 

 

③安全確保・耐震化 

◆インフラ施設は、市民の生活を支える重要なライフライン＊であるため、施設の耐震化を図

ります。 
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（１）建築物施設 

◆施設の業務内容や開館時間、人員配置、施設料金などを見直し、より効果的・効率的な管理

運営を実施します。 

◆公共施設マネジメントシステムを活用し、光熱水費など、施設にかかる日常的なコストを比

較分析することで、施設管理者のコスト意識を醸成し、管理運営コストの削減に努めます。 

◆施設の効果的・効率的な整備や管理・運営を実施するため、PFI＊や指定管理者制度＊など、

官民連携による手法を積極的に導入するなど、民間事業者等の資金・ノウハウを活用した行

政サービスの提供を進め、コストの削減やサービスの向上を図ります。 

◆広告の掲出など維持管理費用確保のための手法を検討します。 

 

 

（２）インフラ施設 

◆民間活力を施設の整備や管理に積極的に導入するなど、効率的な施設運営を進めます。 

  

５-３ 施設運営等の推進方針 
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６ 類型ごとの管理に関する基本方針 

 

前章の公共施設等の管理に関する基本方針を踏まえ、類型ごとの基本方針を次のように設定

します。（建築年度は、主要な棟の中で最も古いものを記載しています。また、利用者状況等の

数値は、平成 26 年度のデータであり、経過年数については、平成 28 年度を基準年としてい

ます。） 

 

 
（１）庁舎系施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

庁
舎 

1 市庁舎 21,928  平成 2年度（1990） 33  ○ － 8,817 円/㎡ 

2 上下水道部旧庁舎（休止） 1,645  昭和 50 年度（1975） 48  × － 8,997 円/㎡ 

 3 上下水道部庁舎 1,910 平成 5年度（1993） 30 ○ － 6,887 円/㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６-１ 建築物施設 

上下水道部旧庁舎（休止） 



33 

 

＜施設の現状と課題＞ 

（庁舎） 

○庁舎は、市内に３施設あり、地方行政を推進していくための中心施設として、市民サービ

スを提供することを目的に設置しています。また、市庁舎には災害対策本部を設置し、災

害時における指定緊急避難場所＊・指定避難所＊に指定しています。 

○上下水道部庁舎は、旧京都地方法務局亀岡出張所庁舎の土地・建物を購入し改修整備を行

い、令和４年２月に移転しました。上下水道部旧庁舎については、移転に伴い休止してい

ます。 

○㎡あたりの維持管理経費では、市庁舎は約 9,000 円/㎡程度となっています。 

○アンケート結果では、庁舎は最も利用が多い施設となっています。また、地域で暮らし続

ける場合に、公共で優先的に維持又は充実すべき機能として、「行政窓口機能」が上位とな

っています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （庁舎） 

・安定した市民サービスの提供及び災害等の非常時における拠点施設と

して、継続して維持します。 

施設保全の方向性 （庁舎） 

・予防保全型の計画的な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図り

ます。 

・上下水道部旧庁舎（休止）については除却（建物解体）を検討します。 

施設運営の方向性 （庁舎） 

・不特定多数の人が訪れる施設であることから、誰もが使いやすく安心

して利用できる施設として、常に市民の利便性の向上を目指した取組

を進めます。 

・職員一人一人の意識を高めつつ、省電力化などの省エネ対策の推進に

よるコスト削減に努めます。 
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（２）学校教育施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

小
学
校 

1 亀岡小学校 6,706  昭和 41 年度（1966） 57  ○ 567 人 2,746 円/㎡ 

2 安詳小学校 7,300  昭和 42 年度（1967） 56  ○ 800 人 2,066 円/㎡ 

3 東別院小学校 2,886  昭和 61 年度（1986） 37  ○ 27 人 2,985 円/㎡ 

4 西別院小学校 2,241  昭和 51 年度（1976） 47  ○ 26 人 4,253 円/㎡ 

5 曽我部小学校 4,630  昭和 59 年度（1984） 39  ○ 181 人 1,969 円/㎡ 

6 吉川小学校 2,725  昭和 49 年度（1974） 49  ○ 53 人 3,595 円/㎡ 

7 薭田野小学校 3,752  昭和 57 年度（1982） 41  ○ 100 人 2,688 円/㎡ 

8 本梅小学校 2,268  昭和 53 年度（1978） 45  ○ 73 人 4,325 円/㎡ 

9 畑野小学校 3,249  昭和 59 年度（1984） 39  ○ 59 人 2,707 円/㎡ 

10 青野小学校 2,543  昭和 52 年度（1977） 46  ○ 70 人 3,175 円/㎡ 

11 大井小学校 5,321  昭和 51 年度（1976） 47  ○ 470 人 2,622 円/㎡ 

12 千代川小学校 5,976  昭和 54 年度（1979） 44  ○ 514 人 2,114 円/㎡ 

13 川東小学校（閉校） 0  昭和 38 年度（1963） － － － － 

14 保津小学校 2,721  昭和 36 年度（1961） 62  ○ 51 人 2,956 円/㎡ 

15 つつじケ丘小学校 7,085  昭和 50 年度（1975） 48  ○ 749 人 2,137 円/㎡ 

16 城西小学校 5,789  昭和 54 年度（1979） 44  ○ 366 人 2,300 円/㎡ 

17 詳徳小学校 4,986  昭和 56 年度（1981） 42  ○ 266 人 2,912 円/㎡ 

18 南つつじケ丘小学校 6,421  昭和 63 年度（1988） 35  ○ 404 人 1,685 円/㎡ 

中
学
校 

1 亀岡中学校 7,419  昭和 44 年度（1969） 54  ○ 569 人 1,818 円/㎡ 

2 別院中学校 3,036  昭和 58 年度（1983） 40 ○ 42 人 2,710/㎡ 

3 南桑中学校 6,128  昭和 47 年度（1972） 51 ○ 356 人 1,972 円/㎡ 

4 育親中学校 4,137  昭和 56 年度（1981） 42  ○ 144 人 2,211 円/㎡ 

5 高田中学校（閉校） 0  昭和 38 年度（1963） － － － － 

6 東輝中学校 7,502  昭和 54 年度（1979） 44  ○ 699 人 1,724 円/㎡ 

7 大成中学校 5,896  昭和 58 年度（1983） 40  ○ 373 人 2,146 円/㎡ 

8 詳徳中学校 6,350  昭和 61 年度（1986） 37  ○ 323 人 2,007 円/㎡ 

義
務
教
育
学
校 

１ 亀岡川東学園 7,392 平成 28 年度（2016） 7 ○ 264 人 

 

3,448 円/㎡ 

そ
の
他 

学
校
教
育
施
設 

1 若木の家 751  昭和 61 年度（1986） 37  ○ 20 人/日 3,155 円/㎡ 

2 学校給食センター 2,031  平成 11 年度（1999） 24  ○ － 31,752 円/㎡ 

3 畑野小学校スクールバス車庫 26  平成 5 年度（1993） 30  ○ － － 

4 別院中学校スクールバス車庫 83  平成 25 年度（2013） 10  ○ － 208 円/㎡ 

※利用者状況欄における小学校・中学校の値は在籍者数、その他学校教育施設の値は開館１日あたりの利用者数 

（5,129）→ 

（5,320）→ 

（4,864）→ 
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＜施設の現状と課題＞ 

（小学校） 

○小学校は、市内に１７校あり、亀岡市立小学校設置条例により、義務教育として行われる

普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的に設置しています。また、すべての施設を

災害時における指定緊急避難場所・指定避難所に指定しています。 

○すべての小学校において、耐震性は確保されていますが、最も新しい南つつじケ丘小学校

においても、築後 35 年を経過しています。 

○利用者状況として、在籍者数をみると、最も少ない西別院小学校で 26 人、最も多い安詳

小学校で 800 人となっており、学校により大きな差がみられます。 

○㎡あたりの維持管理経費では、南つつじケ丘小学校が最も低く 1,685 円/㎡、本梅小学校

が最も高く 4,325 円/㎡となっています。（※川東小学校は平成 26 年度末時点で改築工

事中のため維持管理経費の比較から除外） 

 

（中学校） 

○中学校は、市内に 7 校あり、亀岡市立中学校設置条例により、義務教育として行われる普

通教育を施すことを目的に設置しています。また、すべての施設を災害時における指定緊

急避難場所・指定避難所に指定しています。 

 

 

亀岡川東学園 

（閉校） 

（閉校） 
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○すべての中学校において、耐震性は確保されていますが、最も新しい詳徳中学校において

も、築後 37 年を経過しています。 

○利用者状況として、在籍者数をみると、最も少ない別院中学校で 42 人、最も多い東輝中

学校で 699 人となっており、学校により大きな差がみられます。 

○㎡あたりの維持管理経費では、東輝中学校がもっとも低く 1,724 円/㎡、別院中学校が最

も高く 2,710 円/㎡となっています。また、内訳として光熱水費の占める割合が大きい施

設が多くなっています。 

 

  （義務教育学校） 

 ○義務教育学校は、市内に１校あり、亀岡市立義務教育学校設置条例により、川東小学校及

び高田中学校を平成２９年度から義務教育学校である亀岡川東学園とし、義務教育として

行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的に設置しています。また、災害時

における指定緊急避難場所・指定避難所に指定しています。 

 

（その他学校教育施設） 

○その他学校教育施設は、市内に４施設あり、若木の家は人間性豊かな児童生徒の育成、学

校給食センターは学校給食の調理を一括処理することを目的に設置しています。また、ス

クールバス車庫は、スクールバスの適正な管理を目的に設置しています。 

○学校給食センターは築後 25 年以内ですが、各厨房機器や設備については耐用年数を過ぎ

老朽化が進行しています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、学校給食センターが 31,752 円/㎡と特に高くなっており、

内訳として、人件費以外に、給食調理に係る光熱水費や厨房機器・設備に係る修繕費の占

める割合が大きくなっています。 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （小学校・中学校・義務教育学校） 

・校区により児童数・生徒数に差があることから、今後は施設の老朽化

状況に合わせ、「亀岡市学校規模適正化基本方針」に基づいた、再編や

小中一貫校を視野に入れた学校規模の適正化を進めます。 

・少子化の進行に伴い、余裕教室の発生が考えられることから、地区コ

ミュニティを形成する中核施設として、施設の多機能化（複合化）な

どの検討を進めます。 

・学校規模の適正化により廃止となった学校については、施設や跡地の

活用や売却等の検討を進めます。 

（その他学校教育施設） 

・機能の見直しや、市が今後も施設を保有する必要性について検討しま

す。 

・業務の効率化等を図るため、更新時期に合わせて近隣市町との広域化

を検討します。 

施設保全の方向性 （小学校・中学校・義務教育学校） 

・学校規模の適正化の検討結果に基づき、今後とも維持する施設につい

ては、計画的な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図ります。 

（その他学校教育施設） 

・再編の検討結果に基づき、今後とも維持する施設については、計画的

な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （小学校・中学校・義務教育学校） 

・学校によって㎡あたりの維持管理経費に差がみられるため、要因につ

いて調査するとともに、より効果的・効率的な管理運営を進めます。 

（その他学校教育施設） 

・経常的なコストの削減に努めるとともに、指定管理者制度の導入など、

より効率的な運営を進めます。 

・学校給食センターについては、施設特性からコストが高い施設であり、

中でも光熱水費の占める割合が高くなっているため、設備更新時に

は、省エネ設備の導入などを検討します。 
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（３）子育て支援施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

保
育
所
・
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園 

1 川東保育所 945  昭和 49 年度（1974） 49  × 62.7％ 3,398 円/㎡ 

2 中部保育所 661  平成 3年度（1991） 32  ○ 73.3％ 6,095 円/㎡ 

3 東部保育所 1,019  平成 7年度（1995） 28  ○ 112.0％ 6,685 円/㎡ 

4 第六保育所 1,159  昭和 51 年度（1976） 47  ○ 71.7％ 5,163 円/㎡ 

5 別院保育所 383  昭和 45 年度（1970） 53  ○ 45.0％ 10,948 円/㎡ 

6 保津保育所 450  昭和 54 年度（1979） 44  × 44.3％ 4,639 円/㎡ 

7 本梅こども園 581  昭和 51 年度（1976） 47  ○ 29.2％ 3,831 円/㎡ 

8 森の自然こども園東本梅 450  昭和 53 年度（1978） 45  ○ 48.6％ 8,298 円/㎡ 

9 市立幼稚園 1,431  平成 26 年度（2014） 9  ○ 66.9％ 3,726 円/㎡ 

児
童
館 

1 天川児童館 396  昭和 47 年度（1972） 51  － 12 人/日 17,223 円/㎡ 

2 犬甘野児童館 282  昭和 46 年度（1971） 52  － 9 人/日 31,313 円/㎡ 

3 東部児童館 704  昭和 48 年度（1973） 50  × 50 人/日 8,812 円/㎡ 

4 馬路児童館 364  昭和 48 年度（1973） 50  － 13 人/日 13,921 円/㎡ 

5 保津ヶ丘児童館 389  昭和 49 年度（1974） 49  － 3 人/日 3,216 円/㎡ 

6 保津児童館 326  昭和 54 年度（1979） 44  ○ 12 人/日 15,960 円/㎡ 

※利用者状況欄における幼稚園・保育所の値は定員充足率、児童館の値は開館１日あたりの利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本梅こども園 

（      ） 

森の自然こども園東本梅 

（      ） 

保育所・こども園・幼稚園 

（658）→ 
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＜施設の現状と課題＞ 

（保育所・こども園・幼稚園） 

○公立の幼稚園は市内に１園、保育所は市内に 6 所、こども園は市内に２園あり、亀岡市立

幼稚園条例、亀岡市立保育所条例または亀岡市立認定こども園条例により、幼児や乳幼児

を保育することを目的に設置しています。また、森の自然こども園東本梅は、災害時にお

ける指定緊急避難場所・指定避難所、中部保育所、東部保育所、第六保育所、保津保育所

は、一時避難施設・避難場所＊にそれぞれ指定しています。 

○本梅こども園、森の自然こども園東本梅、川東保育所、第六保育所、別院保育所、保津保

育所については、築後 40 年以上を経過しており老朽化が進行しています。また、このう

ち川東保育所及び保津保育所において耐震改修が未実施となっており、耐震性が確保され

ていません。保津保育所については、令和３年度に移転整備事業を開始しており、令和６

年度中に新園舎が完成予定です。 

○利用者状況として、定員充足率をみると、東部保育所のみ 90％を超えています。また、

別院保育所、保津保育所、本梅こども園、森の自然こども園東本梅の４所（園）では 50％

を下回っています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、川東保育所が最も低く 3,398 円/㎡、別院保育所が最も高

く 10,948 円/㎡となっており、施設によって差がみられます。また、内訳として光熱水

費や修繕費の占める割合が大きい施設が多くなっています。 

 

（児童館） 

○児童館は、市内に６施設あり、亀岡市児童館条例により、心身ともに健やかな児童の育成

を図ることを目的に設置しています。 

○保津児童館は保津文化センター、保津ヶ丘児童館は保津ヶ丘文化センターとの複合施設と

なっています。 

○多くの施設において、築後 40 年以上を経過しており、平成２９年度に大規模改修（耐震

改修含む）を実施した保津児童館と令和５年度に建替を実施した東部児童館を除いては、

老朽化が進行しています。また、耐震診断が未実施の児童館については、耐震性が不明で

あり、施設のあり方について検討が必要です。 

○利用者状況として、開館１日あたりの利用者数をみると、最も少ない保津ヶ丘児童館で 3

人/日、最も多い東部児童館で 50 人/日と差がみられます。 

○㎡あたりの維持管理経費では、保津ヶ丘児童館が最も低く 3,216 円/㎡、犬甘野児童館が

最も高く 31,313 円/㎡となっており、施設によって差がみられます。また、内訳として

すべての児童館で人件費の占める割合が大きくなっています。 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （保育所・こども園・幼稚園） 

・幼稚園は、公立幼稚園としての役割を十分に踏まえ、就学前教育の一

層の充実を図るため、施設を継続して維持します。 

・保育所・こども園は、「亀岡市公立保育所再編整備検討会議報告書」を

踏まえ、施設の統廃合や移転、民間移管（民営化）を検討します。 

（児童館） 

・大規模改修を実施している施設はあるものの、施設の老朽化が進行し

ているため、今後の児童館のあり方を検討していきます。 

施設保全の方向性 （保育所・こども園・幼稚園） 

・幼稚園は、予防保全型の計画的な維持保全を実施し、長寿命化を図り

ます。 

・保育所・こども園は、維持する施設については、耐震改修の実施や計

画的な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図ります。 

（児童館） 

・今後とも維持する施設については、耐震改修の実施や計画的な維持保

全により、安全の確保や長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （保育所・こども園・幼稚園） 

・省エネ設備の導入などにより、光熱水費の削減を進め、効率的な運営

を進めます。 

・保育所保育料の収納率向上に努め、保育に必要な財源の確保に努めま

す。 

（児童館） 

・今後とも光熱水費の削減に努めるとともに、効率的な運営を進めます。 
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（４）社会教育施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

社
会
教
育
施
設 

1 ガレリアかめおか 27,833 平成 10 年度（1998） 25  ○ 1,662 人/日 9,328 円/㎡ 

2 亀岡会館（閉館） 0  昭和 45 年度（1970） － － － － 

3 交流会館 3,505  平成 3 年度（1991） 32  ○ 12 人/日 3,491 円/㎡ 

4 薭田野生涯学習センター 1,072  平成 4 年度（1992） 31  ○ － － 

5 大井生涯学習センター 293  平成 4 年度（1992） 31  ○ － － 

6 西別院生涯学習センター 268  平成 6 年度（1994） 29  ○ － － 

7 河原林生涯学習センター 300  平成 9 年度（1997） 26  ○ － － 

8 松熊教育集会所 202  昭和 52 年度（1977） 46  － － 1,216 円/㎡ 

9 中央公民館（閉館） 0  昭和 45 年度（1970） － － － － 

10 文化資料館 1,383  昭和 49 年度（1974） 49  － 36 人/日 6,907 円/㎡ 

11 
南つつじケ丘コミュニティ

センター 
471  平成 25 年度（2013） 10  ○ － － 

12 一の宮文化財事務所 406  昭和 32 年度（1957） 66  － － 763 円/㎡ 

13 文化財収蔵庫 581  昭和 32 年度（1957） 66  － － 15 円/㎡ 

14 
文化財収蔵庫 

（旧金岐浄化センター） 
1,260  平成 6 年度（1994） 29  ○ － 24 円/㎡ 

15 文化財収蔵庫（南金岐） 294 令和 4 年度（2022） 1 ○ － － 

図
書
館 

1 図書館中央館 1,823  昭和 55 年度（1980） 43  ○ 210 人/日 12,548 円/㎡ 

2 図書館大井分館 274  平成 4 年度（1992） 31  ○ 58 人/日 18,595 円/㎡ 

3 図書館馬堀分館 177  平成 13 年度（2001） 22 ○ 88 人/日 28,433 円/㎡ 

※利用者状況欄の値は開館１日あたりの利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（閉館） 

（閉館） 
文化財収蔵庫（南金岐） 

（5,527）→ 

（3,425）→ 

（1,070）→ 
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＜施設の現状と課題＞ 

（社会教育施設） 

○社会教育施設は、市内に 13 施設あり、文化の発展や、生涯学習活動・市民の交流活動な

どの拠点となることを目的に設置しています。また、ガレリアかめおか、交流会館、生涯

学習センター４施設、南つつじケ丘コミュニティセンターは、災害時における指定緊急避

難場所・指定避難所、松熊教育集会所、文化資料館は、一時避難施設・避難場所にそれぞ

れ指定しています。 

○ガレリアかめおかや生涯学習センターなど、６施設は、指定管理者制度を導入し、そのう

ち薭田野生涯学習センター、大井生涯学習センター、西別院生涯学習センター、河原林生

涯学習センター、南つつじケ丘コミュニティセンターは、自治会が指定管理者となって運

営管理されています。 

○亀岡会館や中央公民館については、築後 40 年以上を経過しており、老朽化が進行してい

るとともに、耐震改修が未実施となっており、耐震性が確保されていませんでした。また、

一の宮文化財事務所、文化財収蔵庫（旧金岐浄化センター、南金岐除く）については、築

後約 60 年となっています。亀岡会館については、大規模地震が起きた場合に倒壊の危険

性が高いとの耐震診断の結果を受け、中央公民館と共に解体工事が終了しています。 

○利用者状況として、開館 1 日あたりの利用者数をみると、ガレリアかめおかが最も多く

1,662 人/日となっています。また、アンケート結果でも、ガレリアかめおかは庁舎に次

いで利用の多い施設となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、ガレリアかめおかが最も高く9,328円/㎡となっています。 

 

（図書館） 

○図書館は、市内に３施設あり、市民の教育と文化の発展に寄与することを目的に設置して

います。なお、本市の図書館は、３施設に加え、ガレリア分館、川東地域図書館、西部分

室がありますが、それらは全て他の施設内に併設しています。また、図書館中央館は、災

害時一時避難施設に指定されています。 

○中央館は、平成 25 年に施設の一部改修を行っていますが、既に築後 40 年以上を経過し

ています。 

○利用者状況として、開館 1 日あたりの利用者数をみると、中央館が最も多く 210 人/日

となっています。アンケート結果でも、図書館は、庁舎やガレリアかめおか、市立病院に

次いで利用の多い施設となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、馬堀分館が最も高く 28,433 円/㎡となっています。 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （社会教育施設） 

・集会機能など同様の機能を有する施設が複数あることから、施設の利

用状況や老朽化状況を踏まえ、施設のあり方や多機能化（複合化）な

どの検討を進めます。 

・近隣市町と施設を相互利用するなど、施設の有効利用に向けて、広域

的な連携についての検討を進めます。 

・耐震改修が未実施の施設や、老朽化が著しい施設については、地域に

おける必要性や施設の更新費用などを考慮しつつ施設の再編や廃止

について検討を進めます。 

・文化資料館は、その施設特性から、今後も機能を維持することとし、

新資料館構想等を踏まえ整備を進めます。 

（図書館） 

・利用者状況を踏まえ、市全体の施設保有量との調整を図りつつ、適正

な規模について検討します。 

施設保全の方向性 （社会教育施設） 

・今後とも維持する施設については、耐震改修の実施や計画的な維持保

全により、安全の確保や長寿命化を図ります。 

（図書館） 

・再編の検討結果に基づき、今後とも維持する施設については、計画的

な維持保全により、長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （社会教育施設） 

・効果的・効率的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を検討

します。 

・既に指定管理者制度を導入している施設については、その効果などを

検証し、より効率的な管理運営を進めます。 

・省エネ設備の導入などにより、光熱水費の削減を進め、効率的な運営

を進めます。 

・受益者負担の観点から利用料金の適正化等についても検討します。 

（図書館） 

・施設のさらなる利用促進と SDGs の推進を図るため、人生 100 年時

代をきりひらく市民力を支える運営のあり方などの検討を進めます。 
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（５）産業施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

農
林
振
興
施
設 

1 食肉センター 1,271  平成12年度（2000） 23 ○ － 31,268円/㎡ 

2 土づくりセンター 5,582  平成8年度（1996） 27 ○ － 305円/㎡ 

3 林業センター（用途廃止） 0  昭和63年度（1988） － － － － 

4 きのこ生産施設 528  平成2年度（1990） 33 ○ － － 

5 東別院町農作業管理休養施設 306  平成8年度（1996） 27 ○ － 1,390円/㎡ 

6 天川穀類乾燥調整施設 348  平成14年度（2002） 21 ○ － － 

7 野条共同作業所 238  昭和45年度（1970） 53 － － － 

8 松熊共同作業所 65  昭和45年度（1970） 53 － － 392円/㎡ 

9 犬甘野共同作業所 306  昭和45年度（1970） 53 － － － 

10 三ツ辻共同作業所 198  昭和61年度（1986） 37 ○ － － 

11 天川共同作業所 452  昭和44年度（1969） 54 － － － 

12 
保津農機具保管庫・共同作業

所 
200  平成7年度（1995） 28 ○ － － 

13 
（旧）馬路縫製加工共同作業

場 
116  昭和52年度（1977） 46 － － 76円/㎡ 

14 松熊農機具保管施設 150  昭和61年度（1986） 37 ○ － － 

15 三ツ辻農機具保管施設 98  昭和61年度（1986） 37 ○ － － 

16 東別院町小泉農機具格納庫 160  平成9年度（1997） 26 ○ － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（367）→ 

（用途廃止） 
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＜施設の現状と課題＞ 

（農林振興施設） 

○農林振興施設は、市内に 15 施設あり、農業や林業などの地域産業の振興・発展により、

農業経営の安定と農家の生活水準の向上を図ることを目的に設置しています。 

  

○天川共同作業所は、施設の老朽化が進んでいることから令和５年度に除却を行います。 

○食肉センター、土づくりセンターの 2 施設は、指定管理者制度を導入しています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、食肉センターが最も高く 31,268 円/㎡となっており、内

訳として光熱水費の占める割合が大きくなっています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （農林振興施設） 

・高齢化等により農林業の担い手が減少するなか、地区バランスも考慮

しながら、市が今後も施設を保有する必要性を検討します。 

・利用者が限定される施設については、自治会や利用者などへの移管等

を検討します。 

施設保全の方向性 （農林振興施設） 

・再編の検討結果に基づき、今後とも維持する施設については、計画的

な維持保全により、長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （農林振興施設） 

・既に指定管理者制度を導入している施設については、その効果などを

検証し、より効率的な管理運営を進めます。 

・省エネ設備の導入などにより、光熱水費の削減を進め、効率的な運営

を進めます。 
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（６）医療・保健・福祉施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

医
療
・
保
健 

施
設 

1 市立病院 10,073  平成15年度（2003） 20  ○ 249人/日 11,966 円/㎡ 

2 畑野診療所 74  平成2年度（1990） 33  ○ － 35 円/㎡ 

3 保健センター 1,361  昭和59年度（1984） 39  ○ 49人/日 3,419 円/㎡ 

福
祉
施
設 

1 人権福祉センター 988  平成24年度（2012） 11  ○ 56人/日 17,947 円/㎡ 

2 馬路文化センター 208  昭和46年度（1971） 52  － 21人/日 61,806 円/㎡ 

3 東部文化センター 1,432  昭和48年度（1973） 50  ○ 24人/日 7,672 円/㎡ 

4 保津文化センター 626  昭和47年度（1972） 51  ○ 27人/日 12,740 円/㎡ 

5 保津ヶ丘文化センター 717  昭和49年度（1974） 49  － 5人/日 3,469 円/㎡ 

6 厚生会館（閉館） 0  昭和42年度（1967） － － － － 

7 総合福祉センター 2,986  昭和57年度（1982） 41  ○ 226人/日 4,749 円/㎡ 

8 ふれあいプラザ 715  平成14年度（2002） 21 ○ 76人/日 5,303 円/㎡ 

9 老人福祉センター（用途廃止） 0  昭和50年度（1975） － － － － 

10 西別院老人センター 117  昭和61年度（1986） 37  ○ － 1,106 円/㎡ 

11 馬路老人センター 242  昭和49年度（1974） 49  － － 161 円/㎡ 

12 曽我部いこいの家 160  昭和29年度（1954） 69  － 3人/日 3,275 円/㎡ 

13 畑野健康ふれあいセンター 107  平成12年度（2000） 23 ○ 10人/日 6,569 円/㎡ 

14 木育ひろば（KIRI no KO） 700 令和 4 年度（2022） 1 ○ － － 

15 
旧保津浄水場（保津保育所新
築建設用地予定） 

59 昭和 58 年度（1983） 35 － － － 

※利用者状況欄の値は開館１日あたりの利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（閉館） 

（用途廃止） 

（1,479）→ 

旧保津浄水場 

（保津保育所新築建設用地予定） 

木育ひろば 
(KIRI no KO) 
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＜施設の現状と課題＞ 

（医療・保健施設） 

○医療・保健施設は、市内に３施設あり、市民の健康保持に必要な医療サービスの提供や健

康増進を図ることを目的に設置しています。また、保健センターには、緊急に医療を必要

とする市民に対し、応急的な診療を行うため、休日急病診療所を設置しています。 

○畑野診療所は、公設民営の施設となっており、市と自治会で施設の維持管理を行っていま

す。 

○利用者状況として、開館 1 日あたりの利用者数をみると、市立病院で 249 人/日、保健セ

ンターで 49 人/日となっています。また、アンケート結果でも、市立病院は庁舎やガレリ

アかめおかに次いで利用の多い施設となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、市立病院が最も高く 11,966 円/㎡となっており、内訳と

しては、光熱水費と管理委託費の占める割合が大きくなっています。 

○アンケート結果では、地域で暮らし続ける場合に、公共で優先的に維持又は充実すべき機

能として、「医療・保健機能」が上位となっています。 

 

（福祉施設） 

○福祉施設は、市内に 13 施設あり、勤労者や高齢者等、市民の福祉の向上や交流活動など

の拠点となることを目的に設置しています。また、人権福祉センターや馬路文化センター、

東部文化センター、保津文化センターは、災害時における指定緊急避難場所に、保津ヶ丘

文化センターは、一時避難施設・避難場所にそれぞれ指定しています。 

○総合福祉センター、ふれあいプラザ、曽我部いこいの家、畑野健康ふれあいセンターの４

施設は、指定管理者制度を導入しています。 

○改修工事を実施していない馬路文化センター、保津ヶ丘文化センター、馬路老人センター

及び曽我部いこいの家は、築後 45 年以上を経過しており、老朽化が進行しています。ま

た、厚生会館については、大規模地震が起きた場合に倒壊の危険性が高いとの耐震診断の

結果を受け、解体工事を終了しています。 

○利用者状況として、開館 1 日あたりの利用者数をみると、保津ヶ丘文化センターと曽我部

いこいの家は 5 人/日以下と少なくなっています。また、総合福祉センターは 226 人/日

と福祉施設のなかで最も多くなっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、馬路老人センターが最も低く 161 円/㎡、馬路文化センタ

ーが最も高く 61,806 円/㎡となっており、施設によって差がみられます。また、内訳と

して文化センターでは人件費の占める割合が大きくなっています。 

○アンケート結果では、地域で暮らし続ける場合に、公共で優先的に維持又は充実すべき機

能として、「高齢者支援機能」が最も高くなっています。 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （医療・保健施設） 

・いずれの施設も固有の機能を有する施設であり、耐震性が確保され、

医療・保健機能に対するニーズが高いことも踏まえ、継続して維持し

ます。 

（福祉施設） 

・同様の機能を有する施設が複数あるとともに、老朽化している施設や

耐震性が不足している施設もあるため、今後は市民ニーズや配置状況

も考慮し、機能の必要性の再検討を行い、施設の再編や廃止について

検討を進めます。 

施設保全の方向性 （医療・保健施設） 

・予防保全型の計画的な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図り

ます。 

（福祉施設） 

・再編の検討結果に基づき、今後とも維持する施設については、耐震改

修の実施や計画的な維持保全により、安全の確保や長寿命化を図りま

す。 

施設運営の方向性 （医療・保健施設） 

・市立病院は、「亀岡市立病院新中期計画」に基づき、地域医療機関との

連携強化を図るとともに、可能な限りのコスト削減を検討し、経営の

効率化を図ります。 

・省エネ設備の導入などにより、光熱水費のコスト削減を進め、効率的

な運営を進めます。 

（福祉施設） 

・施設のさらなる利用促進とコストの削減を図るため、民間事業者等の

資金・ノウハウを活用した官民連携による運営のあり方などの検討を

進めます。 

・受益者負担の観点から利用料金の適正化等についても検討します。 
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（31）→ 

（７）スポーツ・レクリエーション施設 

 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

ス
ポ
ー
ツ
・ 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設 

1 
亀岡運動公園施設 
（体育館、競技場、プール） 

12,150  昭和61年度（1986） 37  ○ 526人/日 
10,765円/㎡ 

2 さくら体育館 1,477  平成5年度（1993） 30  ○ 64人/日 

3 東部市民プール 70  昭和50年度（1975） 48  － 149人/日 15,793 円/㎡ 

4 川東市民プール 95  平成9年度（1997） 26  ○ 55人/日 8,363 円/㎡ 

5 犬甘野市民プール（用途廃止） 0  昭和46年度（1971） － － － － 

6 七谷川野外活動センター 603 昭和57年度（1982） 41  ○ 27人/日 3,040 円/㎡ 

7 
移住・定住促進施設「離れ」
にのうみ 

251 平成29年度（2017） 6 ○ 3組/日 21,699 円/㎡ 

8 川の駅・亀岡水辺公園 229 令和2年度（2020） 3 ○ 11人/日 21,189 円/㎡ 

※利用者状況欄の値は開館１日あたりの利用者数 

※亀岡運動公園施設及びさくら体育館は、一体的な指定管理契約のため、維持管理経費は建物施設を含めた運動公園

及びさくら公園全体に係る維持管理経費を計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

移住・定住促進施設「離れ」にのうみ 

（用途廃止） 

（1,471）→ 

（474）→ 

川の駅・亀岡水辺公園 
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＜施設の現状と課題＞ 

（スポーツ・レクリエーション施設） 

○スポーツ・レクリエーション施設は、市内に 7 施設あり、市民の健全な心身の育成及び地

域住民の福祉を増進することを目的に設置しています。また、亀岡運動公園（体育館・プ

ール）は、災害時における広域避難場所＊、指定緊急避難場所・指定避難所、さくら体育館

は指定緊急避難場所・指定避難所、七谷川野外活動センターは一時避難施設・避難場所に

それぞれ指定しています。 

○亀岡運動公園、さくら体育館、七谷川野外活動センター、移住・定住促進施設「離れ」に

のうみ、川の駅・亀岡水辺公園の５施設は、指定管理者制度を導入しています。 

○東部市民プールは、築後４５年以上を経過しており、老朽化が進行しています。また、犬

甘野市民プールは解体工事を終了しています。 

○利用者状況として、開館１日あたりの利用者数をみると、亀岡運動公園が最も多く 526

人/日となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、移住・定住促進施設「離れ」にのうみが最も高く 21,699

円/㎡となっています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （スポーツ・レクリエーション施設） 

・利用者状況や耐震性、老朽化に著しい問題がない施設については、継

続して維持しますが、今後の利用者動向によっては、施設の多機能化

（複合化）や近隣市町との広域化（相互利用）などを検討します。 

施設保全の方向性 （スポーツ・レクリエーション施設） 

・「亀岡運動公園 公園施設長寿命化計画」に基づき、施設の長寿命化を

図る改修や維持管理費の平準化を図ります。 

・その他、今後とも維持する施設については、計画的な維持保全により、

長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （スポーツ・レクリエーション施設） 

・受益者負担の観点から利用料金の適正化等を検討し、施設管理に必要

な歳入の確保に努めます。 

・既に指定管理者制度を導入している施設については、その効果などを

検証し、より効率的な管理運営を進めます。 
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（８）住宅施設 
 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

住
宅
施
設 

1 
平和台住宅（簡耐） 690  昭和 29 年度（1954） 69 ○ 64.0％ 1,000 円/㎡ 

平和台住宅（一戸建） 70  昭和 29 年度（1954） 69  － 81.8％ 1,027 円/㎡ 

2 前川原住宅 5,123  平成 8年度（1996） 27  ○ 98.3％ 1,001 円/㎡ 

3 北古世住宅 960  昭和 31 年度（1956） 67  ○ 66.7％ 662 円/㎡ 

4 
清水住宅（簡耐二階） 1,009 昭和 54 年度（1979） 44  － 88.2％ 1,115 円/㎡ 

清水住宅（中層耐火） 2,948 平成 6年度（1994） 29 ○ 97.5％ 1,184 円/㎡ 

5 

吉川住宅（簡耐） 2,646  昭和 34 年度（1959） 64  × 67.2％ 2,136 円/㎡ 

吉川住宅（木造一戸建） 

（用途廃止） 
0 昭和 34 年度（1959） － － － － 

6 つつじケ丘住宅 13,708  平成 14 年度（2002） 21  ○ 97.5％ 862 円/㎡ 

7 町畑住宅 2,140  昭和 63 年度（1988） 25  ○ 63.3％ 914 円/㎡ 

8 滝の花住宅 2,532  平成 13 年度（2001） 22  ○ 93.3％ 1,212 円/㎡ 

9 車垣内住宅（用途廃止） 0  昭和 48 年度（1973） － － － － 

10 大年住宅 1,888  平成 9年度（1997） 26  ○ 91.3％ 1,021 円/㎡ 

11 野条住宅 1,893 平成 9年度（1997） 26  ○ 100.0％ 1,693 円/㎡ 

12 合戦野住宅 87  昭和 31 年度（1956） 67  － 50.0％ 1,403 円/㎡ 

13 城山住宅 448  昭和 33 年度（1958） 65  － 56.3％ 779 円/㎡ 

14 千代川住宅 145  昭和 36 年度（1961） 62  － 80.0％ 621 円/㎡ 

15 天川一戸建住宅 1,294  昭和 57 年度（1982） 41  ○ 100.0％ 1,491 円/㎡ 

16 三ツ辻一戸建住宅 137  平成 2年度（1990） 33  ○ 100.0％ 771 円/㎡ 

17 野条一戸建住宅 266 昭和 55 年度（1980） 43  － 100.0％ 621 円/㎡ 

18 保津一戸建住宅 32  昭和 52 年度（1977） 46  － 0.0％ 630 円/㎡ 

19 保津改良住宅 3,809  昭和 49 年度（1974） 49  ○ 96.0％ 942 円/㎡ 

※利用者状況欄の値は入居率 
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＜施設の現状と課題＞ 

（住宅施設） 

○市営住宅は、住宅困窮者（民間において住まいを確保しにくい世帯等）に対して、住まい

を提供し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に設置しています。 

○平和台住宅、北古世住宅、吉川住宅、合戦野住宅、城山住宅、千代川住宅で築後 60 年以

上を経過しており、除却による用途廃止、長寿命化を図る改修等を行っています。 

○利用者状況として、入居率をみると、平和台住宅（簡耐）、北古世住宅、吉川住宅（簡耐）、

町畑住宅、合戦野住宅、城山住宅、保津一戸建住宅で 70％未満となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、吉川住宅（簡耐）が最も高く 2,136 円/㎡となっています。

また、内訳として修繕費の占める割合が大きい施設が多くなっています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （住宅施設） 

・平成３０年度に策定された「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づ

き、建替や除却を進めます。 

・除却跡地は、地域のまちづくりと連携した活用を検討します。 

施設保全の方向性 （住宅施設） 

・平成３０年度に策定された「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づ

き、修繕や改修を進めます。 

・日常の不具合が生じた場合は、必要箇所の修繕を行います。また、保

有する住宅の有効活用を図るため、定期的に保守点検を行い、結果に

応じて外壁改修や屋根改修、設備の更新などを計画的に進めます。 

・居住性向上やバリアフリー化など、それぞれの団地における個別改善

事業を計画的に進めます。 

施設運営の方向性 （住宅施設） 

・公営住宅管理システムを用いた入居者情報の把握など効果的・効率的

な施設運営を行います。 
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（９）その他施設 
 

＜施設状況及び配置状況＞  【耐震化】 ○：耐震性あり、×：耐震性なし、－：不明 

分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

生
活
環
境
施
設 

1 市営火葬場 406  平成13年度（2001） 22  ○ － 78,668 円/㎡ 

2 桜塚クリーンセンター 6,498  平成8年度（1996） 27  ○ － 50,884 円/㎡ 

3 エコトピア亀岡 1,680  平成18年度（2006） 17  ○ － 30,990 円/㎡ 

4 医王谷エコトピア 624  昭和53年度（1978） 45  － － 17,129 円/㎡ 

5 若宮工場（用途廃止） 0  昭和56年度（1981） － － － － 

6 亀岡市JR亀岡駅南口喫煙ブース 7 令和2年度（2020） 3 － － － 

7 亀岡市JR馬堀駅喫煙ブース 7 令和4年度（2022） 1 － － － 

駐
車
場 

1 JR亀岡駅前自転車等駐車場 1,997  平成16年度（2004） 19  ○ 1,117人/日 2,775 円/㎡ 

2 JR馬堀駅前自転車等駐車場 2,565  平成15年度（2003） 20  ○ 802人/日 2,617 円/㎡ 

3 JR千代川駅前自転車等駐車場 1,102  平成13年度（2001） 22  ○ 191人/日 6,092 円/㎡ 

4 メディアス亀岡自転車駐車場 164  平成5年度（1993） 30  ○ － 8,149 円/㎡ 

公
衆
便
所
・
倉
庫 

1 水鳥のみち施設（公衆用トイレ） 24  平成7年度（1995） 28  ○ － 2,583 円/㎡ 

2 和らぎの道施設（公衆用トイレ） 48  平成5年度（1993） 30  ○ － 5,183 円/㎡ 

3 天川中央広場公園屋外便所 5  平成8年度（1996） 27  ○ － 183 円/㎡ 

4 保津川水辺公園施設（トイレ棟） 31  平成29年度（2017） 6  － － 5,972 円/㎡ 

5 亀岡駅北広場 公衆便所 62 令和元年度（2019） 4 － － 267 円/㎡ 

6 旧旭小学校倉庫 39  昭和29年度（1954） 69  － － 16 円/㎡ 

7 旧天川料理教室倉庫 46  平成2年度（1990） 33  ○ － 144 円/㎡ 

防
災
施
設 

1 常盤水防倉庫 46  平成14年度（2002） 21  ○ － 137 円/㎡ 

2 吉川水防倉庫 33  平成9年度（1997） 26  ○ － 183 円/㎡ 

3 薭田野水防倉庫 33  平成8年度（1996） 27  ○ － 44 円/㎡ 

4 本梅水防倉庫 18  平成19年度（2007） 16  ○ － 5 円/㎡ 

5 大井水防倉庫 16  平成5年度（1993） 30  ○ － 4 円/㎡ 

6 千代川水防倉庫 15  平成18年度（2006） 17  ○ － 7 円/㎡ 

7 馬路水防倉庫 20  平成3年度（1991） 32  ○ － 82 円/㎡ 

8 旭水防倉庫 17  平成15年度（2003） 20  ○ － 6 円/㎡ 

9 河原林水防倉庫 33  平成12年度（2000） 23  ○ － 611 円/㎡ 

10 保津水防倉庫 37  平成5年度（1993） 30  ○ － 7 円/㎡ 

11 亀岡分団1部1班格納庫 40  平成11年度（1999） 24  ○ － 646 円/㎡ 

12 亀岡分団1部2班格納庫 40  昭和56年度（1981） 42  － － 217 円/㎡ 

13 亀岡分団1部3班格納庫 40  昭和53年度（1978） 45  － － 62 円/㎡ 

14 東別院分団1部1班格納庫 40  平成10年度（1998） 25  ○ － 367 円/㎡ 

15 東別院分団1部2班格納庫 40  昭和57年度（1982） 41  ○ － 981 円/㎡ 

16 東別院分団1部3班格納庫 40  昭和50年度（1975） 48  － － 981 円/㎡ 

17 西別院分団1部1班格納庫 40  昭和55年度（1980） 43  － － 689 円/㎡ 

18 西別院分団1部2班格納庫 40  昭和53年度（1978） 45  － － 689 円/㎡ 

19 西別院分団1部3班格納庫 40  昭和51年度（1976） 47  － － 689 円/㎡ 

20 曽我部分団1部1班格納庫 40  昭和48年度（1973） 50  － － 188 円/㎡ 

21 曽我部分団1部2班格納庫 40  平成7年度（1995） 28  ○ － 188 円/㎡ 

22 曽我部分団1部3班格納庫 40  昭和60年度（1985） 38  ○ － 188 円/㎡ 

23 曽我部分団2部4班格納庫 40  平成6年度（1994） 29  ○ － 188 円/㎡ 

24 曽我部分団2部5班格納庫 40  平成12年度（2000） 23  ○ － 863 円/㎡ 

25 曽我部分団3部6班格納庫 40  昭和58年度（1983） 40  ○ － 188 円/㎡ 

26 曽我部分団3部7班格納庫 40  平成11年度（1999） 24  ○ － 188 円/㎡ 

27 曽我部分団4部8班格納庫 48  平成25年度（2013） 10  ○ － 158 円/㎡ 

28 曽我部分団4部9班格納庫 40  昭和29年度（1954） 69  － － 188 円/㎡ 

29 吉川分団1部1班格納庫 40  昭和56年度（1981） 42  － － 722 円/㎡ 

30 吉川分団1部2班格納庫 40  平成11年度（1999） 24  ○ － 188 円/㎡ 

31 薭田野分団1部1班格納庫 40  昭和52年度（1977） 46  － － 646 円/㎡ 

（384）→ 
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分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

防
災
施
設 

32 薭田野分団2部2班格納庫 40  昭和58年度（1983） 40 ○ － 646 円/㎡ 

33 薭田野分団2部3班格納庫 40  平成21年度（2009） 14  ○ － 461 円/㎡ 

34 薭田野分団3部4班格納庫 40  平成12年度（2000） 23  ○ － 461 円/㎡ 

35 本梅分団1部1班格納庫 40  昭和52年度（1977） 46  － － 91 円/㎡ 

36 本梅分団1部2班格納庫 40 昭和34年度（1959） 64  － － 91 円/㎡ 

37 本梅分団2部3班格納庫 40 昭和54年度（1979） 44  － － 91 円/㎡ 

38 本梅分団2部4班格納庫 40 平成8年度（1996） 27  ○ － 91 円/㎡ 

39 畑野分団1部1班格納庫 40 昭和29年度（1954） 69  － － 190 円/㎡ 

40 畑野分団1部2班格納庫 40 昭和59年度（1984） 39  ○ － 190 円/㎡ 

41 畑野分団1部3班格納庫 40 昭和52年度（1977） 46  － － 190 円/㎡ 

42 宮前分団1部1班格納庫 40 昭和59年度（1984） 39  ○ － 186 円/㎡ 

43 宮前分団1部2班格納庫 40 昭和36年度（1961） 62  － － 186 円/㎡ 

44 宮前分団1部3班格納庫 40 平成元年度（1989） 34  ○ － 186 円/㎡ 

45 東本梅分団1部1班格納庫 40 昭和55年度（1980） 43  － － 186 円/㎡ 

46 東本梅分団1部2班格納庫 40 昭和61年度（1986） 37  ○ － 186 円/㎡ 

47 大井分団1部1班格納庫 40 平成14年度（2002） 21  ○ － 87 円/㎡ 

48 大井分団2部3班格納庫 40 昭和61年度（1986） 37  ○ － 87 円/㎡ 

49 大井分団2部4班格納庫 25 令和2年度（2020） 3 ○ － 139 円/㎡ 

50 千代川分団1部1班格納庫 40 昭和44年度（1969） 54  － － 84 円/㎡ 

51 千代川分団1部2班格納庫 40 昭和63年度（1988） 35  ○ － 84 円/㎡ 

52 千代川分団2部3班格納庫 40 昭和29年度（1954） 69  － － 84 円/㎡ 

53 千代川分団2部4班格納庫 19 令和4年度（2022） 1  ○ － 177 円/㎡ 

54 千代川分団2部5班格納庫 40 平成元年度（1989） 34  ○ － 84 円/㎡ 

55 馬路分団1部1班格納庫 40 昭和54年度（1979） 44  － － 87 円/㎡ 

56 馬路分団1部2班格納庫 40 平成26年度（2014） 9  ○ － 87 円/㎡ 

57 馬路分団2部3班格納庫 40 昭和55年度（1980） 43  － － 87 円/㎡ 

58 馬路分団2部4班格納庫 40 昭和62年度（1987） 36  ○ － 811 円/㎡ 

59 旭分団1部1班格納庫 40 昭和57年度（1982） 41  ○ － 182 円/㎡ 

60 旭分団1部2班格納庫 40 昭和63年度（1988） 35  ○ － 182 円/㎡ 

61 旭分団2部3班格納庫 19 令和3年度（2021） 2  ○ － 383 円/㎡ 

62 旭分団2部4班格納庫 40 平成2年度（1990） 33  ○ － 182 円/㎡ 

63 千歳分団1部1班格納庫 40 昭和62年度（1987） 36  ○ － 284 円/㎡ 

64 千歳分団1部2班格納庫 40 平成14年度（2002） 21  ○ － 284 円/㎡ 

65 千歳分団2部3班格納庫 40  昭和29年度（1954） 69  － － 284 円/㎡ 

66 千歳分団2部4班格納庫 40  昭和58年度（1983） 40  ○ － 284 円/㎡ 

67 河原林分団1部1班格納庫 40  昭和58年度（1983） 40  ○ － 52 円/㎡ 

68 河原林分団1部2班格納庫 40  昭和50年度（1975） 48  － － 52 円/㎡ 

69 保津分団1部1班格納庫 40  平成10年度（1998） 25  ○ － 340 円/㎡ 

70 保津分団1部2班格納庫 40  昭和58年度（1983） 40  ○ － 323 円/㎡ 

71 保津分団2部3班格納庫 40  昭和51年度（1976） 47  － － 323 円/㎡ 

72 保津分団2部4班格納庫 40  昭和57年度（1982） 41  ○ － 323 円/㎡ 

73 保津分団2部5班格納庫 40  昭和48年度（1973） 50  － － 323 円/㎡ 

74 篠分団1部1班格納庫 40  昭和62年度（1987） 36  ○ － 181 円/㎡ 

75 篠分団1部2班格納庫 40  昭和44年度（1969） 54  － － 181 円/㎡ 

76 篠分団2部3班格納庫 40  昭和50年度（1975） 48  － － 181 円/㎡ 

77 篠分団2部4班格納庫 40  昭和63年度（1988） 35  ○ － 181 円/㎡ 

78 篠分団3部5班格納庫 40  昭和48年度（1973） 50  － － 181 円/㎡ 

79 篠分団3部6班格納庫 40  昭和62年度（1987） 36  ○ － 181 円/㎡ 

80 篠分団4部7班格納庫 40  昭和52年度（1977） 46  － － 181 円/㎡ 

81 篠分団4部8班格納庫 40  昭和54年度（1979） 44  － － 181 円/㎡ 

82 篠分団5部9班格納庫 64  平成25年度（2013） 10  ○ － 118 円/㎡ 

83 つつじ分団格納庫 40  平成17年度（2005） 18  ○ － 1,405 円/㎡ 

（40）→ 

（40）→ 

（40）→ 
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分類 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 
耐震化 

利用者 

状況 

維持管理 

経費 

 84 大井分団1部2班格納庫 45  平成29年度（2017） 11  ○ － 413 円/㎡ 

そ
の
他 

1 のどかめロード 1,332  平成 20 年度（2008） 15  ○ － 12,100 円/㎡ 

2 亀岡警察署並河駅前交番 79  平成4年度（1992） 31  ○ － － 

3 
旧亀岡市職員ゼミナール 

ハウス 
559 昭和 42 年度（1967） 56 － － 694 円/㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※公衆便所・倉庫、防災施設、その他は非表示        

 

＜施設の現状と課題＞ 

（生活環境施設） 

○生活環境施設は、市内に 6 施設あり、ごみの焼却処理や埋立処分場等、市民の生活環境の

保全などを目的に設置しており、市民生活に必要不可欠な施設として長期的な視点を持っ

て維持管理に取り組んでいます。また、桜塚クリーンセンター及びエコトピア亀岡は、災

害時における一時避難場所に指定しています。 

○桜塚クリーンセンターは、平成２７年度に長寿命化工事（焼却設備等）を完了し、エコト

ピア亀岡は平成１９年４月から供用を開始しました。若宮工場は、施設の老朽化に伴い、

平成３０年度末をもって工場の運用を停止し、令和４年度に建屋地上部の解体工事を終了

しています。今後は地下構造物等の撤去に向けた検討を進めるとともに、し尿処理につい

ては他の生活排水処理施設との共同処理に向けた調査、検討を行います。 

○火葬場については、新火葬場整備に向けての計画策定等を進めています。 

 

亀岡市 JR 亀岡駅南口喫煙ブース 

（1,304）→ 

（49）→ 

（用途廃止） 

亀岡市 JR 馬堀駅前喫煙ブース 
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（駐車場） 

○駐車場は、市内に４施設あり、鉄道駅利用者の利便向上と駅前環境の保全を目的に設置し

ており、いずれも指定管理者制度を導入しています。JR 亀岡駅前自転車等駐車場、JR 馬

堀駅前自転車等駐車場、JR 千代川駅前自転車等駐車場は、自転車、原動機付自転車及び

自動二輪車（総排気量 0.125 リットル以下のもの）が利用できる施設であり、メディア

ス亀岡自転車駐車場は、自転車のみが利用できる施設となっています。 

○利用者状況として、開館 1 日あたりの利用者数をみると、JR 亀岡駅前自転車等駐車場が

最も多く 1,117 人/日となっています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、JR 馬堀駅前自転車等駐車場が最も低く 2,617 円/㎡、メ

ディアス亀岡自転車駐車場が最も高く 8,149 円/㎡となっています。また、内訳として管

理委託費の占める割合が最も大きくなっています。 

 

（公衆便所・倉庫） 

○公衆便所は、市内に 5 施設あり、広く市民に利用される道路等を美しく維持していくこと

を目的に設置しています。 

 

（防災施設） 

○防災施設は、市内に 84 施設あり、消防力の充実強化のため、災害用資機材などの保管を

目的に設置しています。 

 

（その他） 

○その他の施設は、のどかめロードが亀岡駅の乗降客の利便性の向上や南北を結ぶ歩行空間

を確保し、まちの情報発信に有効利用することを目的に設置しています。亀岡警察署並河

駅前交番施設については、亀岡市が区分所有権を有している施設です。旧亀岡市職員ゼミ

ナールハウスについては、現在、自治会に管理を委託しています。 

○㎡あたりの維持管理経費では、のどかめロードが 12,100 円/㎡となっています。内訳と

して清掃やエレベーターの管理、点検等の管理委託費の占める割合が大きくなっています。 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 （生活環境施設） 

・老朽化の状況や施設を取り巻く状況の変化に合わせ、建替・移転・広域

化による廃止などの検討を進めます。 

（駐車場） 

・民間事業者による整備動向や市民ニーズを踏まえ、継続して維持しま

す。 

（公衆便所・倉庫） 

・公衆便所は、広く市民に利用される道路等を美しく維持していくため必

要な施設であるため、継続して維持します。 

・倉庫は、施設の現状維持または機能の見直し等を検討します。 

（防災施設） 

・機能は確保していく必要があるものの、規模が小さく、立地の制約は少

ないと考えられることから、周辺の地域に関わりのある施設の更新の

タイミングや空きスペースの発生状況等を踏まえて、配置を検討しま

す。 

（その他） 

・継続して維持することを基本としますが、用途や機能の見直しが可能な

施設については、検討を行います。 

施設保全の方向性 （生活環境施設・駐車場・公衆便所･倉庫・その他） 

・市が今後も施設を保有する必要性について検討したうえで、今後とも維

持する施設については、耐震改修の実施や計画的な維持保全により、安

全の確保や長寿命化を図ります。 

施設運営の方向性 （生活環境施設・駐車場・公衆便所･倉庫・その他） 

・指定管理者制度の導入や施設にかかる日常的なコスト見直しを行い、効

率的な管理運営を進めます。 

・既に指定管理者制度を導入している施設については、その効果などを検

証し、より効率的な管理運営を進めます。 
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（１）道路 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 整備状況 

一般道路 1,926 本 延長  519,137 ｍ 

  面積  2,993,439 ㎡ 

自転車歩行者道 11 本 延長  270 ｍ 

  面積  1,167 ㎡ 

 

＜施設の現状と課題＞ 

○人や環境にやさしいコンパクトなまちづくりを目指し、総合的な交通体系の構築を推進す

るため、広域幹線道路の整備や市街地幹線道路の整備、生活道路の整備、人にやさしい道

づくり、環境にやさしい自転車利用環境の整備に取り組んでいます。 

○社会経済情勢の変化等を踏まえ、将来のまちづくりを見据えた都市計画道路網を再構築し、

効率的な道路整備の推進に取り組んでいます。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・市道の整備（新設・改良）については、効果的な道路ネットワーク形

成上必要な道路や通学や防災上必要な道路など緊急性、必要性を勘案

し、適切な費用対効果が期待される道路について進めることとしま

す。 

施設保全の方向性 ・既存路線の舗装修繕については、優先度・重要度について検討したう

えで、計画的な維持管理により、適切に行います。 

・その他、コンクリート構造物や道路照明等の道路施設の修繕等につい

ても、計画的な維持管理による長寿命化に取り組みます。 

施設運営の方向性 ・国や府の動向を見据えながら、効率的な管理運営の検討を進めます。 

  

６-２ インフラ施設 

（1,734）→ （484,880）→ 

（2,667,299）→ 
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（２）橋梁 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 整備状況 

橋梁 389 本 延長 3,826 ｍ 

  面積 22,868 ㎡ 

 

＜施設の現状と課題＞ 

○建設後 50 年を経過した橋梁が増えており、施設の老朽化が進行しています。 

○平成 24 年度に「亀岡市橋梁長寿命化計画」を策定し、計画的な修繕工事を実施しており、

橋梁の長寿命化及びコスト縮減を図っています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・新たな橋梁の整備（新設・更新）については、効果的な道路ネットワ

ーク形成上必要性の高いものや防災上緊急性の高い橋梁について進め

ることとします。 

・老朽化が進み耐久性が低下した橋梁については、他の橋梁で効果的な

道路ネットワークが確保されている場合においては、廃止も含めて検

討します。 

施設保全の方向性 ・「亀岡市橋梁長寿命化計画」に基づき、定期的な点検に基づく予防保全

型の計画的な維持管理を実施します。 

施設運営の方向性 ・国や府の動向を見据えながら、効率的な管理運営の検討を進めます。 

 

 

 

 

（３）水道 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 整備状況 

上水道管路  延長 658,044 ｍ 

簡易水道管路  延長 0 ｍ 

飲料水供給施設管路  延長 2,565 ｍ 

  

（538,037）→ 

（99,098）→ 

（2,479）→ 

（381）→ （3,703）→ 

（23,581）→ 
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種別 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 

上水道関連施設 

1 千代川浄水場 1,337 昭和51年度（1976） 47 

2 三宅浄水場 429 昭和43年度（1968） 55 

3 旧天川浄水場（休止） 47 昭和34年度（1959） 64 

4 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場 210 昭和58年度（1983） 40 

5 南つつじヶ丘第2加圧ポンプ場 210 平成11年度（1999） 24 

6 南つつじヶ丘第2高区配水池 30 昭和58年度（1983） 40 

7 佐伯加圧ポンプ場 20 昭和46年度（1971） 52 

8 西山第1加圧ポンプ場 10 昭和59年度（1984） 39 

9 湯の花加圧ポンプ場 30 平成5年度（1993） 30 

10 井手加圧ポンプ場 25 昭和42年度（1967） 56 

11 王子加圧ポンプ場 5 昭和38年度（1963） 60 

12 三宅水源（休止） 111 昭和33年度（1958） 65 

13 寺加圧ポンプ場 30 昭和52年度（1977） 46 

14 青野配水池（休止） 45 昭和50年度（1975） 48 

15 平和台配水池 37 平成18年度（2006） 17 

16 西加舎第2加圧ポンプ場 21 平成23年度（2011） 12 

17 千ケ畑第1配水池 52 平成23年度（2011） 12 

18 広野配水池 18 平成23年度（2011） 12 

19 高橋配水池 21 平成24年度（2012） 11 

20 土ケ畑第1配水池 21 平成24年度（2012） 11 

21 保津浄水場（譲渡） 0 昭和58年度（1983） － 

22 千歳第3浄水場（撤去） 0 平成5年度（1993） － 

23 犬甘野浄水場 35 昭和51年度（1976） 47 

24 百陀浄水場 4 昭和43年度（1968） 55 

25 柚原浄水場 30 昭和52年度（1977） 46 

26 馬路浄水場（休止） 32 平成元年度（1989） 34 

27 柚原第2水源 3 平成7年度（1995） 28 

28 篠加圧ポンプ棟 68 令和3年度（2021） 2 

29 王子配水池 47 令和3年度（2021） 2 

飲料水供給施設関連施設 1 小泉浄水場 6 昭和45年度（1970） 53 

※建築物のある施設のみ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（59）→ 

（12）→ 

（休止） 

（休止） 

（休止） （休止） 

（譲渡） 

（撤去） 

篠加圧ポンプ棟 

王子配水池 
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＜施設の現状と課題＞ 

○水道管路については、既に耐用年数を超えるものが発生しているほか、昭和 50 年代から

整備延長が急増したことから今後耐用年数を迎える施設が急増すると見込まれます。 

○令和 2 年度に「亀岡市上下水道ビジョン」を策定し、「安心と信頼を未来につなぐ亀岡の

上下水道」を掲げ、水道関連施設の整備方針を示すとともに、重点推進施策については数

値目標も示しています。                             

○簡易水道事業については、平成３０年に上水道事業へ統合しました。（小泉浄水場は対象外

で飲料水供給施設として残ります。） 

○令和 4 年度の本市の給水普及率は 99.7％となっています。 

 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・水道は、市民生活と都市機能を支えるライフラインとして、安全・安

心で良質な水を安定して供給するため、「亀岡市上下水道ビジョン」に

基づき、整備（新設・更新）を進めます。 

・道路内の管路については、他工事との整合を図りながら、順次、老朽

化した施設の更新を進めます。 

・上水道関連施設については、近隣市町との連携による広域化について

も検討します。 

施設保全の方向性 ・老朽化して耐震性が低くなった管路については、漏水などにより住民

サービスを低下させる恐れがあるため、老朽配水管改良事業として経

年管路の更新を促進します。 

・水道の基幹施設である浄水場、配水池、送配水幹線や主要管路などに

ついては優先して耐震化を進めます。 

施設運営の方向性 ・経営の効率化に努め、料金の適正化を図るとともに、市民サービスの

向上に努めます。 

・現在、計量や窓口業務など一部の業務については民間企業に委託する

など民間活力の活用に取り組んでいますが、その効果の検証とともに、

国・府の動向も見据えながら、効率的な管理運営の検討を進めます。 
 
  



62 

（４）下水道 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 整備状況 

公共下水道管路  延長 355,492 ｍ 

小規模下水道管路  延長 157,375 ｍ 

 

種別 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 

公共下水道関連施設 1 年谷浄化センター 14,196 昭和54年度（1979） 44 

小規模下水道関連施設 

1 半国浄化センター 213 平成9年度（1997） 26 

2 犬甘野浄化センター 246 平成11年度（1999） 24 

3 保津浄化センター 327 平成13年度（2001） 22 

4 宮前浄化センター 424 平成13年度（2001） 22 

5 本梅浄化センター 424 平成16年度（2004） 19 

6 川東浄化センター 791 平成21年度（2009） 14 

※建築物のある施設のみ。上記施設の他に、小泉浄化センター（設備のみ）があります。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＜施設の現状と課題＞ 

○本市の公共下水道は昭和 50 年から管渠工事に着手し、以降着実な整備を進めたことによ

り、令和 4 年度の本市の下水道普及率は 9９.６％となっています。 

○現在のところ耐用年数を超えている管路はありませんが、下水道の将来的な改築事業につ

いては、ストックマネジメント計画に基づき、コスト削減を図ることとします。 

（336,295）→ 

（157,000）→ 

小規模下水道関連施設 
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＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・下水道は、市民生活に直結する重要なライフラインであるため、「亀岡

市公共下水道全体計画」に基づき、下水道普及率 100％を目指した整

備（新設・更新）を進めます。 

施設保全の方向性 ・公共下水道関連施設は、「下水道長寿命化計画」に基づき、また、小規

模下水道関連施設は、今後長寿命化計画を策定し、予防保全型の維持

管理により、施設の長寿命化を図ります。 

・管路等についてはストックマネジメント計画に基づき、日常的な目視

やカメラ等による点検・診断について、継続して実施していきます。 

・下水道関連施設や管路について、耐震化を計画的に推進します。 

施設運営の方向性 ・経営の効率化に努め、料金の適正化を図るとともに、市民サービスの

向上に努めます。 

・国や府の動向も見据え、効率的な管理運営の検討を進めます。 

 

 

（５）公園等 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 施設名 
面積 

（㎡） 
開設年度 備考 

都市公園 

1 平和台公園 350,000 昭和 39 年度（1964） 便益施設(27㎡) 

2 東つつじヶ丘公園 2,500 昭和 39 年度（1964） 便益施設(17㎡) 

3 坂部公園 1,700 昭和 43 年度（1986） 便益施設(6㎡) 
4 天川公園 2,900 昭和 47 年度（1972） 便益施設(7㎡) 
5 野条公園 1,900 昭和 47 年度（1972） 便益施設(7㎡) 

6 保津ヶ丘公園 2,700 昭和 47 年度（1972） 便益施設(7㎡) 

7 河原町公園 1,300 昭和 48 年度（1973） 便益施設(1㎡) 

8 西つつじヶ丘公園 4,100 昭和 49 年度（1974）  

9 三ッ辻公園 1,400 昭和 49 年度（1974） 便益施設(7㎡) 

10 亀岡運動公園 159,000 昭和 52 年度（1977） 便益施設・休養施設等（2,253㎡）

11 大堰川緑地東公園(大堰川緑地) 26,000 昭和 56 年度（1981） 便益施設(1㎡) 

12 旭公園 3,200 昭和 57 年度（1982）  

13 南郷公園 4,000 昭和 57 年度（1982） 便益施設(22㎡) 

14 ぐみ谷公園（長坂公園） 1,600 昭和 59 年度（1984）  

15 ぐみ谷南公園（城山公園） 1,900 昭和 59 年度（1984）  

16 大日谷北公園（大葉台公園） 4,100 昭和 59 年度（1984）  

17 ひのき谷北公園（桜台公園） 1,500 昭和 59 年度（1984）  

18 ひのき谷公園（桧谷公園） 2,600 昭和 60 年度（1985）  

19 大日谷公園 11,000 昭和 60 年度（1985） 便益施設(29㎡) 

20 吉川公園（ふれあい公園） 4,600 昭和 61 年度（1986） 便益施設(6㎡) 

21 古世親水公園 2,000 昭和 63 年度（1988） 休養施設(75㎡) 

22 南金岐雨蛙公園 1,800 平成 4年度（1992） 便益施設(7㎡) 

23 さくら公園（七谷川緑地） 15,000 平成 5年度（1993）  

24 鉄道歴史公園 900 平成 7年度（1995）  

25 大籔 1 号公園 1,000 平成 10 年度（1998）  

（148,000）→ 
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※亀岡運動公園の体育館・競技場・プール及びさくら公園の体育館は建築物として扱い、スポーツ・レクリエーション施設に含

めています。 

※都市公園面積については、ha（ヘクタール）表記であったものを㎡表記としたため、100 ㎡未満は切り捨てとなっています。 

  

種別 施設名 
面積 

（㎡） 
開設年度 備考 

都市公園 

26 大籔２号公園 2,400 平成 10 年度（1998）  

27 山本ふれあい公園 1,400 平成 11 年度（1999） 便益施設(4 ㎡)、休養施設(10㎡) 

28 桜台アゼリア公園 7,300 平成 11 年度（1999）  

29 マロッコ公園 1,500 平成 13 年度（2001）  

30 七色公園 500 平成 13 年度（2001）  

31 ちとせ山公園 2,100 平成 13 年度（2001）  

32 前山東公園 3,000 平成 15 年度（2003）  

33 前山南公園 1,100 昭和 60 年度（1985）  

34 大成公園 1,400 平成 18 年度（2006）  

35 大井西部公園 6,100 平成 21 年度（2009） 便益施設(24 ㎡)、休養施設(8 ㎡) 

36 保津川水辺公園 89,500 令和元年度（2019） 便益施設(31 ㎡)、休養施設(21 ㎡) 

37 駅南三角公園 1,300 令和 3 年度（2021）  

38 亀岡駅北１号公園 6,500 令和 4 年度（2022） 休養施設(10㎡) 

39 亀岡駅北２号公園 2,600 令和 4 年度（2022）  

40 亀岡駅北４号公園 1,500 令和 4 年度（2022）  

球技場・ 

グラウンド 

1 医王谷野球場 8,613 昭和 57 年度（1982） 管理棟（20㎡） 

2 国際広場球技場 35,357 平成 3 年度（1991） トイレ・倉庫（67㎡） 

3 月読橋球技場 17,282 昭和 56 年度（1981） トイレ（49㎡） 

4 月読橋第２球技場 10,039 昭和 58 年度（1983）  

5 月読橋第３球技場 4,881 昭和 62 年度（1987）  

6 春日坂球技場 1,273 昭和 39 年度（1964）  

7 東別院グラウンド 15,488 平成21年度（2009） 管理棟（64㎡） 

8 東部スポーツ広場 1,110 平成 8 年度（1996） トイレ棟（6㎡） 

9 天川スポーツ広場 856 平成 8 年度（1996） トイレ棟（7㎡） 

その他公園等 
1 農業公園 23,613 平成 10 年度（1998） トイレ・あずまや（32㎡） 

2 下矢田みどりの郷広場 7,370 平成 16 年度（2004） トイレ棟（14㎡） 

亀岡駅北４号公園 

亀岡駅北２号公園 

亀岡駅北１号公園 

駅南三角公園 

保津川水辺公園 

（1,300）→ 
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＜施設の現状と課題＞ 

○平成 26 年度に新たな総合公園として「京都・亀岡保津川公園」の都市計画決定を行って

います。 

○平成 22 年度、平成 23 年度に市内都市公園にかかる公園施設長寿命化計画を策定してお

り、公園施設長寿命化のための基本方針を示しています。 

○球技場・グラウンドやその他公園等は、スポーツを通じた市民の交流や自然に親しむこと

を目的に設置されています。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・都市公園は、誘致範囲における居住者及び利用者層の動向や安全性の

確保についても考慮しつつ、費用対効果を踏まえた計画的な整備（新

設・更新）を行います。 

・球技場・グラウンドやその他公園等は、今後もスポーツを通じた市民

の交流や自然に親しむ場として、維持するものとします。 

施設保全の方向性 ・都市公園は、今後も「公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設利

用者の安全性確保の視点から、予防保全型の計画的な維持管理を進め、

長寿命化を図ります。 

・球技場・グラウンドやその他公園等は、施設の適切な維持管理を進め

ます。 

施設運営の方向性 ・街区公園＊など身近な公園については、周辺住民等との協働による管 

理を検討するなど、効果的・効率的な管理運営を推進します。 

・既に指定管理者制度を導入している施設については、その効果を検証

し、より効率的な管理運営を進めます。 

・国や府の動向も見据え、効率的な管理運営の検討を進めます。 
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（６）その他 

 

＜施設状況及び配置状況＞ 

種別 施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 

経過 

年数 

温泉供給施設 1 湯の花温泉供給施設 124 平成8年度（1996） 27 

坑廃水処理施設 1 大谷鉱山坑廃水処理施設 53 昭和46年度（1971） 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設の現状と課題＞ 

○温泉供給施設は、湯の花温泉へ温泉水を供給する施設です。 

○坑廃水処理施設は、鉱山保安法上の鉱業権者が不存在となったため、亀岡市が坑廃水処理

施設を引き継ぎ、維持管理を行っている施設です。近年では水質が安定しているものの、

環境対策として坑廃水の処理及び水質を継続監視する必要があります。 

 

＜今後の方向性＞ 

施設再編の方向性 ・温泉供給施設は、湯の花温泉へ温泉水を供給する施設として、安定的に

供給できるよう維持するものとします。 

・坑廃水処理施設は、坑廃水中に含まれる重金属を除去する施設として、

維持するものとします。 

施設保全の方向性 ・定期的な点検・診断を実施し、施設の適切な維持管理を進めます。 

施設運営の方向性 ・効果的かつ効率的な管理運営を推進します。 
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７ 今後の推進に関する基本方針 

 

 
今後、効果的・効率的に公共施設マネジメントを進めていくための施設の再編や管理運営に

関する主な手法を整理します。 

 

（１）保有量最適化に向けた再編手法 

統廃合 

◆同じ機能をもつ複数の施設を利用状況等に

応じてひとつに統合し、その他の施設を廃止

（転用）します。 

 

多機能化（複合化） 

◆大規模改修や更新時などに、複数の施設がも

つ異なる機能をひとつの施設に複合化し、そ

の他の施設を廃止（転用）します。ひとつの

施設で様々なサービスが受けられるなどの

メリットがあります。 

 

広域化 

◆国や府、近隣市町と施設を相互利用するなど、

広域的な連携により施設を共同保有・管理し

ます。 

 

民間移管 

◆市が保有する施設を民間に譲渡・賃借し、管

理運営してもらい、民間によりサービスを提

供してもらいます。または、施設を廃止し、

市民には同種のサービスを提供する民間施

設を利用してもらいます。 

 

市民移管（自治会・利用者など） 

◆市が保有する施設を市民（自治会・利用者な

ど）に譲渡し、管理運営してもらい、市民に

よりサービスを提供してもらいます。  

７-１ 負担軽減に向けた具体的手法 

 

統廃合 

廃止・転用 

多機能化 

（複合化） 

廃止・転用 

 

広域化 

廃止・転用 

民間移管 

市民移管 

民間事業者 

自治会等 

近隣市町等 
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（２）効果的・効率的な施設の管理運営手法 

指定管理者制度 

◆地方公共団体が指定する法人、その他の団体に公の施設を管理してもらう制度で、民間の能

力やノウハウを幅広く活用しつつ、コストの縮減やサービスの向上等を図る目的があります。

本市では、「亀岡市指定管理者制度基本方針（平成 17 年 2 月（2８年 4 月改定））」を策定

しており、下表の施設に対して指定管理者制度を導入しています。 

 

包括的民間委託 

◆複数年契約や要求水準のみを設定する性能発注などを要件として、同一施設における複数業

務や複数の施設における同種業務を一つのまとまりとして民間に委託するもので、民間の能

力やノウハウにより、効率的なサービスの提供が期待できます。 

 

PFI（Private Finance Initiative） 

◆公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、能力やノウハウを活用する官民連携で

行う公共事業の手法で、事業コストの縮減やサービスの向上等が期待されます。 

 

 

【本市における指定管理者制度を導入している施設】 

施設名 

亀岡市移住・定住促進施設「離れ」 
にのうみ 

南つつじケ丘コミュニティセン
ター 

食肉センター 

ガレリアかめおか 総合福祉センター 亀岡運動公園・さくら公園 

社会体育施設（春日坂球技場、月読
橋球技場など６施設） 

ふれあいプラザ その他都市公園 33 施設 

東別院グラウンド 曽我部いこいの家 都市公園（保津川水辺公園） 

薭田野生涯学習センター 畑野健康ふれあいセンター JR 亀岡駅前・亀岡駅北口自転車等
駐車場 

大井生涯学習センター 川の駅・亀岡水辺公園 JR 馬堀・並河・千代川駅前自転車
等駐車場 

西別院生涯学習センター 土づくりセンター メディアス亀岡自転車駐車場 

河原林生涯学習センター 農業公園 七谷川野外活動センター 

（令和４年度末時点） 
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◆公共施設マネジメントの推進については、ＰＤＣＡ（計画・実行・検証・改善）サイクルを

活用し、取組の進捗管理や見直しを行い、継続的な取組とします。 

◆社会経済情勢の変化や、関連する計画の策定・改定などが行われた場合には、本計画の進捗

状況を検証した上で、情勢の変化に応じた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）施設情報の管理 

◆個々の施設ごとに施設所管課が把握している施設情報やサービス情報について、公共施設マ

ネジメントシステムを活用し、全庁的に情報を一元管理・共有化します。 

◆サービス情報やコスト情報など、施設に関する情報については、施設所管課との役割分担の

もと、継続的に更新していきます。 

 

（２）市民等との情報共有 

◆公共施設マネジメントを推進していくためには、市民の理解が必要不可欠となるため、検討

の進捗や状況などは、ホームページでの公開などにより、市民と問題意識及び施設の情報を

共有していきます。 

◆指定管理者制度など民間活力の活用を進めるため、公共施設等に関する情報については、ホ

ームページ等で発信していきます。 

  

７-２ フォローアップの実施方針 

７-３ 情報管理・共有のあり方

Plan［計画］ 
○計画策定・改定 

Check［検証］ 
○進捗状況の把握・検証 

Do［実行］ 
○公共施設マネジメントの 

取組実施 

Action［改善］ 
○検証結果に基づく改善策の

検討 
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（１）庁内組織体制 

◆全庁横断的に公共施設マネジメントを推進していくため、各施設所管課の公共施設等の情報

を一元管理し、計画の推進及び進行管理を行います。 

◆公共施設マネジメントの推進段階で、総合調整・決定を行う場として市長を本部長として部

長級で組織する「亀岡市公共施設マネジメント推進本部」、具体的な検討・協議を行う場とし

て施設所管の課長級で組織する「検討部会」を設置します。 

◆専門的な視点から意見・助言等をもらうため、有識者等による「亀岡市公共施設マネジメン

ト有識者会議」を設置します。 

 

（２）広域連携の推進 

◆市外の住民も利用できる施設などについては、本市だけで公共施設を保有・整備するのでは

なく、府や近隣市町等と施設を相互利用する等の広域的な連携を検討します。 

 

（３）職員の意識啓発 

◆全庁的に公共施設マネジメントを推進していくためには、職員一人一人が公共施設マネジメ

ントの意義を理解し、創意工夫のもと実践していくことが重要となるため、職員を対象とし

た研修会などを実施し、職員の意識啓発に努めます。 

 

 

 
今後、本計画に基づいて、公共施設マネジメントを推進していくにあたり、施設の分析・評

価等を行い、再編・再整備等を推進していくための個別計画を公共施設マネジメント推進本

部を経て策定していきます。 

特に、老朽化が進行している施設や高い危険性が認められた施設については、早期に取組

を進めていくものとします。 

 

７-４ 計画の推進体制 

７-５ 今後の推進スケジュール 
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施設一覧 

 

（１）建築物施設一覧 

 

大分類 中分類 小分類

庁舎系施設 庁舎 庁舎 3 市庁舎
上下水道部旧庁舎
（休止）

上下水道部庁舎

亀岡小学校 安詳小学校 東別院小学校 西別院小学校 曽我部小学校 吉川小学校 薭田野小学校 本梅小学校 畑野小学校 青野小学校 大井小学校

千代川小学校 川東小学校（閉校） 保津小学校 つつじケ丘小学校 城西小学校 詳徳小学校 南つつじケ丘小学校

中学校 中学校 7 亀岡中学校 別院中学校 南桑中学校 育親中学校 高田中学校（閉校） 東輝中学校 大成中学校 詳徳中学校

義務教育学校 義務教育学校 1 亀岡川東学園

その他教育施設 その他教育施設 4 若木の家 学校給食センター
畑野小学校スクールバス
車庫

別院中学校スクールバス車庫

幼稚園 1 市立幼稚園

保育所・こども園 8 川東保育所 中部保育所 東部保育所 第六保育所 別院保育所 保津保育所 本梅こども園 森の自然こども園東本梅

児童館 児童館 6 天川児童館 犬甘野児童館 東部児童館 馬路児童館 保津ヶ丘児童館 保津児童館

生涯学習施設 2 ガレリアかめおか 交流会館

文化施設 1 亀岡会館（閉館） 文化資料館

社会教育施設 5 中央公民館（閉館） 松熊教育集会所 一の宮文化財事務所 文化財収蔵庫
文化財収蔵庫（旧金岐浄
化センター）

文化財収蔵庫（南金岐）

集会施設 5 薭田野生涯学習センター 大井生涯学習センター 西別院生涯学習センター 河原林生涯学習センター
南つつじケ丘コミュニティ
センター

図書館 図書館 3 図書館中央館 図書館大井分館 図書館馬堀分館

食肉センター 土づくりセンター
林業センター
（用途廃止）

きのこ生産施設
東別院町農作業管理休
養施設

天川穀類乾燥調整施設 野条共同作業所 松熊共同作業所 犬甘野共同作業所 三ツ辻共同作業所 天川共同作業所

保津農機具保管庫・共同
作業所

（旧）馬路縫製加工共同
作業場

松熊農機具保管施設 三ツ辻農機具保管施設
東別院町小泉農機具格
納庫

医療施設 2 市立病院 畑野診療所

保健施設 1 保健センター

人権福祉センター 馬路文化センター 東部文化センター 保津文化センター 保津ヶ丘文化センター
老人福祉センター
（用途廃止）

西別院老人センター 馬路老人センター 曽我部いこいの家
畑野健康ふれあいセン
ター

厚生会館（閉館）

総合福祉センター ふれあいプラザ
木育ひろば
（KIRI no KO）

旧保津浄水場（保津保育所
新築建設用地予定）

スポーツ施設 2 亀岡運動公園施設 さくら体育館

レクリエーション施設 5 東部市民プール 川東市民プール 七谷川野外活動センター
犬甘野市民プール
（用途廃止）

移住・定住促進施設
「離れ」にのうみ

川の駅・亀岡水辺公園

平和台住宅（簡耐） 前川原住宅 北古世住宅 清水住宅（簡耐二階） 吉川住宅（簡耐） つつじケ丘住宅 町畑住宅 滝の花住宅 車垣内住宅（用途廃止） 市営大年住宅 野条住宅

天川一戸建住宅 三ツ辻一戸建住宅 野条一戸建住宅 合戦野住宅 城山住宅 千代川住宅 平和台住宅（一戸建） 保津一戸建住宅 保津改良住宅 清水住宅（中層耐火）
吉川住宅（木造一戸建）
（用途廃止）

生活環境施設 生活環境施設 6 市営火葬場 桜塚クリーンセンター エコトピア亀岡 医王谷エコトピア 若宮工場（用途廃止）
亀岡市JR亀岡駅南口
喫煙ブース

亀岡市JR馬堀駅
喫煙ブース

駐車場 駐車場 4
JR亀岡駅前自転車等駐
車場

JR馬堀駅前自転車等駐
車場

JR千代川駅前自転車等
駐車場

メディアス亀岡自転車駐
車場

公衆便所・倉庫 公衆便所・倉庫 7
水鳥のみち施設（公衆用
トイレ）

和らぎの道施設(公衆用
トイレ）

天川中央広場公園屋外
便所

保津川水辺公園施設
（トイレ棟）

亀岡駅北広場　公衆便
所

旧旭小学校倉庫 旧天川料理教室倉庫

水防倉庫 10 常盤水防倉庫 吉川水防倉庫 薭田野水防倉庫 本梅水防倉庫 大井水防倉庫 千代川水防倉庫 馬路水防倉庫 旭水防倉庫 河原林水防倉庫 保津水防倉庫

亀岡分団1部1班格納庫 亀岡分団1部2班格納庫 亀岡分団1部3班格納庫
東別院分団1部1班格納
庫

東別院分団1部2班格納
庫

東別院分団1部3班格納
庫

西別院分団1部1班格納
庫

西別院分団1部2班格納
庫

西別院分団1部3班格納
庫

曽我部分団1部1班格納
庫

曽我部分団1部2班格納
庫

曽我部分団1部3班格納
庫

曽我部分団2部4班格納
庫

曽我部分団2部5班格納
庫

曽我部分団3部6班格納
庫

曽我部分団3部7班格納
庫

曽我部分団4部8班格納
庫

曽我部分団4部9班格納
庫

吉川分団1部1班格納庫 吉川分団1部2班格納庫
薭田野分団1部1班格納
庫

薭田野分団2部2班格納
庫

薭田野分団2部3班格納
庫

薭田野分団3部4班格納
庫

本梅分団1部1班格納庫 本梅分団1部2班格納庫 本梅分団2部3班格納庫 本梅分団2部4班格納庫 畑野分団1部1班格納庫 畑野分団1部2班格納庫 畑野分団1部3班格納庫 宮前分団1部1班格納庫 宮前分団1部2班格納庫

宮前分団1部3班格納庫
東本梅分団1部1班格納
庫

東本梅分団1部2班格納
庫

大井分団1部1班格納庫 大井分団2部3班格納庫 大井分団2部4班格納庫
千代川分団1部1班格納
庫

千代川分団1部2班格納
庫

千代川分団2部3班格納
庫

千代川分団2部4班格納
庫

千代川分団2部5班格納
庫

馬路分団1部1班格納庫 馬路分団1部2班格納庫 馬路分団2部3班格納庫 馬路分団2部4班格納庫 旭分団1部1班格納庫 旭分団1部2班格納庫 旭分団2部3班格納庫 旭分団2部4班格納庫 千歳分団1部1班格納庫 千歳分団1部2班格納庫 千歳分団2部3班格納庫

千歳分団2部4班格納庫
河原林分団1部1班格納
庫

河原林分団1部2班格納
庫

保津分団1部1班格納庫 保津分団1部2班格納庫 保津分団2部3班格納庫 保津分団2部4班格納庫 保津分団2部5班格納庫 篠分団1部1班格納庫 篠分団1部2班格納庫 篠分団2部3班格納庫

篠分団2部4班格納庫 篠分団3部5班格納庫 篠分団3部6班格納庫 篠分団4部7班格納庫 篠分団4部8班格納庫 篠分団5部9班格納庫 つつじ分団格納庫 大井分団1部2班格納庫

その他 その他 3 のどかめロード
亀岡警察署並河駅前交
番

旧亀岡市職員ゼミナール
ハウス

教育施設

小学校

子育て支援施設

15

スポーツ・レクリエーション
施設

農林振興施設

福祉施設

スポーツ・レクリエーション
施設

社会教育施設

医療・保健・福祉施設

産業施設

13

対象施設

福祉施設

保育所・こども園・幼稚園

医療・保健施設

農林振興施設

小学校 17

社会教育施設

20住宅施設 住宅施設

消防団格納庫 74

住宅施設

その他施設

防災施設

（令和４年度末時点） 
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（２）インフラ施設一覧 

 
※水道及び下水道は、建築物のある施設のみ 

 

 

 

 

分類 種別

千代川浄水場 三宅浄水場 旧天川浄水場（休止）
南つつじヶ丘第1加圧ポ
ンプ場

南つつじヶ丘第2加圧ポ
ンプ場

南つつじヶ丘第2高区配
水池

佐伯加圧ポンプ場 西山第1加圧ポンプ場

湯の花加圧ポンプ場 井手加圧ポンプ場 王子加圧ポンプ場 三宅水源（休止）

寺加圧ポンプ場 青野配水池（休止） 平和台配水池 西加舎第2加圧ポンプ場

千ケ畑第1配水池 広野配水池 高橋配水池 土ケ畑第1配水池

保津浄水場（譲渡） 千歳第3浄水場（撤去） 犬甘野浄水場 百陀浄水場

柚原浄水場 馬路浄水場（休止） 柚原第2水源 篠加圧ポンプ棟

王子配水池

飲料水供給施設関連施設 1 小泉浄水場

公共下水道関連施設 1 年谷浄化センター

半国浄化センター 犬甘野浄化センター 保津浄化センター 宮前浄化センター

本梅浄化センター 川東浄化センター

平和台公園 東つつじヶ丘公園 坂部公園 天川公園

野条公園 保津が丘公園 河原町公園 西つつじヶ丘公園

三ッ辻公園 亀岡運動公園
大堰川緑地東公園(大堰
川緑地)

旭公園

南郷公園 ぐみ谷公園（長坂公園）
ぐみ谷南公園（城山公
園）

大日谷北公園（大葉台公
園）

ひのき谷北公園（桜台公
園）

ひのき谷公園（桧谷公
園）

大日谷公園
吉川公園（ふれあい公
園）

古世親水公園 南金岐雨蛙公園 さくら公園(七谷川緑地) 鉄道歴史公園

大籔1号公園 大籔２号公園 山本ふれあい公園 桜台アゼリア公園

マロッコ公園 七色公園 ちとせ山公園 前山東公園

前山南公園 大成公園 大井西部公園 保津川水辺公園

駅南三角公園 亀岡駅北１号公園 亀岡駅北２号公園 亀岡駅北４号公園

医王谷野球場 国際広場球技場 月読橋球技場 月読橋第２球技場

月読橋第３球技場 春日坂球技場 東別院グラウンド 東部スポーツ広場

天川スポーツ広場

その他公園等 2 農業公園 下矢田みどりの郷広場

その他 温泉供給施設 1 湯の花温泉供給施設

坑廃水処理施設 1
大谷鉱山坑廃水処理施
設

対象施設

水道

上水道関連施設 23

都市公園 40

公園等

球技場・グラウンド 9

下水道

小規模下水道関連施設 6
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用語解説 

 

あ
行 RC 橋 鉄筋コンクリートを使用した橋梁のこと。 

一時避難施設・避難場所 
余震などの二次災害に備えて、住民の皆さんが一時的に自主避難

できるよう自治会などが自主的に開設する施設（場所）です。 

依存財源 

国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられ

たりする収入です。地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方譲

与税、市債（地方債）などがこれに該当します。 

インフラ施設 

一般的には、生活や産業の基盤として整備される施設のことで

す。本計画では、道路、橋梁、水道、下水道、公園などをインフ

ラ施設と定義しています。 

飲料水供給施設 
水道法に規定されていない、計画給水人口が 100 人以下の水道

施設のことです。 

か
行 街区公園 

主に街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園の

ことです。誘致距離 250ｍの範囲内で 1 箇所あたり面積 0.25ha

を標準として配置しています。 

簡易水道事業 

計画給水人口が 5,000 人以下（101 人以上）である水道によっ

て水を供給する水道事業のことです。施設が簡易ということでは

なく、計画給水人口の規模が小さいものを簡易と規定したもので

す。 

義務的経費 
支出が義務付けられている人件費、扶助費、公債費の合計のこと

です。この経費の比率が高いと財政が硬直しているとされます。 

広域避難場所 
避難施設（場所）に延焼火災などの危険性が発生した場合や、大

規模な災害により多くの収容力が必要な時に避難する施設です。 

更生管 
長寿命対策のため、更生工法により、老朽化した下水道の管路の

中に新しい管路をつくり、更生させた管路のことです。 

さ
行 

自主財源 

市が自主的に収入できる財源です。自由に使い道を決めることが

できるため、この割合が高いほど財政の自主性と安定性が高いと

いえます。市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがこ

れに該当します。 

指定管理者制度 

地方公共団体が指定する法人、その他の団体に公の施設を管理し

てもらう制度で、民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、コ

ストの縮減やサービスの向上等を図る目的があります。 

指定緊急避難場所 
災害が発生した時に災害の危険から緊急に逃れるために、必要に

応じて市が開設する場所です。 

指定避難所 
災害が発生した時に被災者が一定期間滞在するために、必要に応

じて市が開設する施設です。 
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さ
行 受益者負担 

特定の事業（施設の整備や施設の利用など）で利益を受けるもの

に、その利益に見合った建設費や維持費を負担させること。 

送水管 浄水場から配水池へ水を送る管のことです。 

た
行 投資的経費 

支出の効果が将来に残るものに支出される経費のことです。普通

建設事業費（道路、学校などの公共施設の整備にかかる費用）、災

害復旧事業費などの経費があります。 

導水管 井戸からくみ上げた原水を各浄水場へ運ぶ管のことです。 

都市公園 
都市公園法に規定され、主に地方公共団体が設置する都市計画区

域内の公園または緑地のことです。 

は
行 配水管 

配水池から各家庭へ給水するために街路に埋設し、水を送る管の

ことです。 

PFI 

（Private Finance Initiative） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、能力やノウ

ハウを活用する官民連携で行う公共事業の手法で、事業コストの

縮減やサービスの向上等が期待されます。PPP の代表的な手法の

一つです。 

PC 橋 

プレストレスト・コンクリートを使用した橋梁のことです。 

プレストレスト・コンクリートとは、コンクリートにあらかじめ

計画的に圧縮応力度を与えることにより、荷重によって生じる引

張応力と相互に消しあうように設計・施工されたコンクリートの

ことです。 

PPP 

(Public Private Partnership) 

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念

で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービス

の向上を目指すものです。 

扶助費 
社会保障制度の一環として各種法令に基づいて実施する給付や、

市が単独で行っている各種扶助に係る経費のことです。 

ら
行 ライフライン 

電気、水道、ガス、通信、交通施設、情報施設など日常生活に不

可欠なものをネットワークにより供給するラインのことです。 
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計画策定の経緯 

 

 

平成 27 年 

・9 月１１日～9 月２５日 

 亀岡市公共施設に関する市民アンケート調査 

 

・10 月９日 

 平成 27 年度第 1 回亀岡市公共施設等総合管理計画策定委員会 

 

・11 月２４日 

 平成 27 年度第 2 回亀岡市公共施設等総合管理計画策定委員会 

 

・12 月２４日 

亀岡市公共施設等総合管理計画策定委員会 検討部会 

 

 

平成 28 年 

・2 月２９日 

 平成 27 年度第 3 回亀岡市公共施設等総合管理計画策定委員会 

 

・7 月 11 日～8 月 10 日 

 パブリックコメント制度による意見募集 

 

・9 月９日 

 パブリックコメント概要及び市の考え方公表 

 

・９月２９日 

 平成 28 年度第 1 回亀岡市公共施設等総合管理計画策定委員会 

【亀岡市公共施設等総合管理計画策定】 
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計画改訂の履歴 

 

・初版 

平成２８年９月 

 

・第２版 

令和元年８月 

６ 類型ごとの管理に関する基本方針 

６-１  建築物施設 

（９） （その他施設）〈施設の現状と課題〉及び〈今後の方向性〉の（生活環境施設）に関する記

述を改訂。 

 

・第 3 版 

令和４年３月 

≪改訂の趣旨≫ 

 令和２年度中に策定された各建築物施設の個別施設計画の内容を踏まえ、建築物施設の内容及び 

 公共施設等の現況の数値を改訂 

 【主な改訂内容】 

２ 公共施設等の現況と課題  

 ○下記項目の文言修正及びグラフ更新 

２-１  人口の現況と将来推計人口 

２-２  財政状況及び見通し 

２-３  公共施設等の現況及び将来の見通し （１）①、②、③、⑤、⑧、⑨ 

○２-３  公共施設等の現況及び将来の見通し 

 （１）③建築物施設の面積推移 ④有形固定資産減価償却率の推移 

⑥過去に行った対策の実績 ⑦現在の維持管理経費     を追加 

 

５ 公共施設等の管理に関する基本方針  

５-２  施設保全の推進方針 

（１）②ユニバーサルデザイン化を追加 

 

６ 類型ごとの管理に関する基本方針 

 ○項目ごとに個別施設計画の内容との整合性を図り、施設名称経過年数等を改訂 

 

・第４版 

令和６年３月 

≪改訂の趣旨≫ 

 令和５年度に一部の建築物施設について、個別施設計画の内容を改訂 

個別施設計画の改訂を踏まえて、建築物施設の内容及び公共施設等の現況について数値を改訂 
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【主な改訂内容】 

２ 公共施設等の現況と課題  

 ○下記項目の文言修正及びグラフ更新 

２-１  人口の現況と将来推計人口 

２-２  財政状況及び見通し 

２-３  公共施設等の現況及び将来の見通し （１）①、②、③、⑤、（２） 

 

５ 公共施設等の管理に関する基本方針  

５-２  施設保全の推進方針 

（１）②脱炭素化を追加 

 

６ 類型ごとの管理に関する基本方針 

 ○新規施設の追加及び施設名称経過年数等を改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡市公共施設等総合管理計画 

第４版 

発行：令和６年３月 

亀岡市 会計管理室 財産管理課 

〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神８番地 
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総務文教常任委員会 資料 

 

 

令和６年１月２６日（金） 
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資料１ 

図書館中央館リニューアル工事の現在の進捗状況について(令和６年１月２３日現在)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆフロアの状況 

 

天井・壁の工事を終えて、ダウン

ライトが付く状況 

これから床工事に入ります。 

書架等の配置は、そのあとになり

ます。 

 

 

 

２Ｆフロアの状況 

 

天井・壁の工事を終えて、床工事

にかかりはじめました。 

 

 

 

 

１Ｆフロア入口付近の状況 

 

天井・壁の工事を終えて、これか

ら床工事に入ります。 
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図書館中央館リニューアル工事の現在の進捗状況について(令和６年１月２３日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３階テラスの状況 

 

テラス前のフロアで大工作業をし

ながら、テラスの床工事を実施中

です。これから、テラスの周辺に

木製のベンチ席などの作製にかか

ります。 

 

 

 

 

３階イベントホールの状況 

 

天井・壁の工事を終えて、これか

ら床の工事にかかります。 

同じフロアのテラスの整ったタイ

ミングで、３Ｆのフロアが整備さ

れます。 

 

 

 

 

各階トイレの状況 

 

天井・壁の工事を終えて、これか

ら設備の設置にかかります。 

これまでの老朽設備等の更新と合

わせ、快適なトイレ環境にしてま

いります。 
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資料２ 

 

図書館中央館リニューアル工事請負契約の変更に係る 

 専決処分について 

 

１ 契約の相手方  石村・ユニバ特定建設工事共同企業体 

     代表者  京都府亀岡市篠町馬堀広道１９番地の１ 

          株式会社石村組 

          代表取締役 石村 和義 

 

     構成員  京都府亀岡市大井町南金岐又ヶ田 16番地１ 

          株式会社ユニバーサル建設 

          代表取締役 森  亀好  

 

２ 契約金額等 

   当初請負金額        ２３９，６９０，０００円 

   変更に伴う請負代金増加額    ６，９５０，９００円 

   変更後請負代金額      ２４６，６４０，９００円 

 

３ 契約締結日          令和６年１月１７日 

 

４ 変更理由 

  令和５年８月に工事前に実施しました消防設備点検において排煙オペレー

ターの動作不良が発覚し、早急に取替が必要となりました。この取替において

は、密接に取合う内装材の撤去復旧工事を考慮すると、本工事で取り替えるこ

とが合理的かつ経済的であり、発注者と受注者で協議を行った結果、排煙オペ

レーターの取替による増額の変更契約を締結することとなったため。 
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